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公益社団法人日本整形外科学会定款

第１章　総則

（名称）
第１条　この法人は、公益社団法人日本整形外科学会と称する。英文では The　Japanese　Orthopaedic　

Association　と表示する。

（事務所）
第２条　この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第２章　目的及び事業

（目的）
第３条　この法人は、整形外科学及び運動器学について調査、研究及び診療についての発表及び提言を行い、整

形外科学及び運動器学の進歩普及に貢献し、もって国民の健康、疾病の予防、スポーツ医学等を通じた国民
の心身の健全な発達、障害者の支援、高齢者の福祉の増進及び公衆衛生の向上並びに学術及び科学技術の振
興に寄与することを目的とする。

（事業）
第４条　この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（１）学術集会、講演会、研究会等の開催
（２）学会誌、学術図書等の発行
（３）研究の奨励及び調査の実施
（４）優秀な業績の表彰
（５）専門医及び研修施設の認定
（６）国内外の関連学術団体との研究協力と連携
（７）一般市民向けの広報と医療相談
（８）医療保険制度、介護保険制度、障害者（児童）福祉制度に関する調査、研究及び提言
（９）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

２　前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第３章　会員・代議員・社員

（法人の構成員）
第５条　この法人は、次に掲げる会員をもって構成し、当該会員の資格等要件は、当該各号に定めるところによる。
（１）正会員　この法人の目的に賛同して入会した医師とする。ただし、医師法第１６条の２第１項に規定する

臨床研修の過程にある医師を除く。
（２）研修会員　この法人の目的に賛同して入会した医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修の過程にあ

る医師とする。
（３）名誉会員　この法人の運営又は整形外科学に関し特に功労のあった者で、理事長が理事会及び社員総会の

決議を経て推挙した者とする。
（４）準会員・海外準会員　準会員は、日本国籍を有する者でこの法人の目的に賛同して入会した日本国の他の

学術団体の正会員とし、海外準会員は、日本国籍を有しない者でこの法人の目的に賛同して入会した日本国
以外の国の整形外科学会若しくは関連学会の正会員とする。

（５）賛助会員　この法人の事業を援助する個人又は法人とする。
（６）Honorary　Member（外国人）　所属する国の整形外科学及び関連領域における学会活動に通暁し、この

法人又は日本の整形外科学の発展に多大な功労のあった者で、Honorary　Member 内規に定める者とする。
（７）Corresponding　Member（外国人）　この法人が主催する学術集会若しくは関連学術集会に出席・発表し、

又はこの法人の機関誌若しくは日本国内の整形外科学の医学関連学術誌に投稿することにより、この法人の
発展に貢献した者で、Corresponding　Member 内規に定める者とする。

２　この法人の社員は、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）
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上の社員とする。
３　代議員の定数は、代議員選挙規則に定める選挙に関する区域（以下「選挙区」という。）ごとに、概ね正会

員１００名につき１名の割合とする。なお、端数の取扱いについては理事会で定める。
４　代議員を選出するため、選挙区ごとの正会員による代議員選挙を行う。
５　第３項の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠代議員を置くことができる。補欠代議員を選出するため

に、選挙区ごとの正会員による補欠代議員選挙を行うことができる。補欠代議員の任期は、任期の満了前に
退任した代議員の任期の満了する時までとする。

６　代議員選挙及び補欠代議員選挙を行うために必要な選挙区分、選挙方法、選挙割合等については理事会にお
いて別に定める規則による。ただし、代議員選挙においては、選挙区ごとの第３項の割合が原則として同一
となるようにしなければならない。

７　代議員及び補欠代議員は、選挙区ごとに正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、選挙区ごとの代
議員選挙又は補欠代議員選挙に立候補することができる。

８　第４項の代議員選挙又は第５項の補欠代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員又は補欠代
議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員又は補欠代議員を選出することはできない。

９　補欠代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
（１）当該候補者が補欠代議員である旨
（２）当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠代議員として選任するときは、その旨及び当該特

定の代議員の氏名
（３）同一の代議員（２人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人以上の代議員）につ

き２人以上の補欠代議員を選任するときは、当該補欠代議員相互間の優先順位
１０　第４項に規定する代議員選挙及び第５項の補欠代議員選挙は、２年に１度、３月に実施することとし、代

議員の任期は、選任の２年後に実施される代議員選挙の終了の時までとする。また、補欠代議員の選任の効
力は、当該選挙の２年後に実施される補欠代議員選挙の終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決
議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え（法人法第２６６条第１項、第２６８条、
第２７８条、第２８４条）を提起している場合（法人法第２７８条第１項に規定する訴えの提起の請求をし
ている場合を含む。）には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場
合には、当該代議員は、理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任（法人法第６３条、第７０条及び第
７３条）並びに定款変更（法人法第１４６条）について議決権を有しないこととする。

１１　正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することが
できる。

（１）法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等）
（２）法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等）
（３）法人法第５７条第４項の権利（社員総会の議事録の閲覧等）
（４）法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書面等の閲覧等）
（５）法人法第５１条第４項及び第５２条第５項の権利（議決権行使書面の閲覧等）
（６）法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等）
（７）法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等）
（８）法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併契約等の閲覧等）

１２　理事、監事又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、この法人に対して、これによって生じた損害を
賠償する責任を負い、法人法第１１２条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、
免除することができない。

（会員の資格の取得）
第６条　正会員、研修会員、準会員、海外準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別

に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。
２　入会は、社員総会において別に定める手続に従い、理事会の決議によって決定し、これを本人に通知するも

のとする。
３　名誉会員に推挙された者は、前項の決議を要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。
４　Honorary　Member（外国人）に推挙された者は、理事会の決議によって決定し、本人の承諾をもって

Honorary　Member（外国人）になるものとする。
５　Corresponding　Member（外国人）に推挙された者は、理事会の決議によって決定し、本人の承諾をもって

Corresponding　Member（外国人）になるものとする。
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（会費等）
第７条　正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別途定める規則

に規定される額を支払う義務を負う。
２　研修会員、準会員及び海外準会員は、会費として、社員総会において別途定める規則に規定される額を納入

しなければならない。
３　賛助会員は、賛助会費として、社員総会において別途定める規則に規定される額を納入しなければならない。
４　名誉会員、Honorary　Member（外国人）及び Corresponding　Member（外国人）は会費を納めることを

要しない。

（任意退会）
第８条　会員は、理事会において別に定める退会届を提出して退会することとする。
２　会員の退会年月日は、退会届を事務局に提出した日とする。

（除名）
第９条　会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名するこ

とができる。
（１）この定款その他の規則に違反したとき。
（２）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
（３）その他正当な事由があるとき。

２　前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の１週間前までに当該会員に通知し、
かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

３　会員を除名したときは、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

（会員資格の喪失）
第１０条　前２条の場合のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
（１）会費の納入が継続して２年以上なされなかったとき。
（２）総社員が同意したとき。
（３）成年被後見人又は被保佐人になったとき。
（４）当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

２　代議員である正会員は、前項で会員資格を喪失した際に、社員の資格を喪失する。
３　代議員である正会員が、名誉会員となった場合は、正会員の資格を喪失するとともに社員の資格を喪失する。

（会員資格喪失に伴う権利及び義務）
第１１条　会員が第８条から第１０条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての

権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
２　この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第４章　社員総会

（構成）
第１２条　社員総会は、すべての社員をもって構成する。
２　社員以外の正会員、研修会員、名誉会員、準会員、海外準会員、Honorary　Member（外国人）及び

Corresponding　Member（外国人）は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。た
だし、決議には参加することはできない。

（権限）
第１３条　社員総会は、次の事項を決議する。
（１）入会の基準並びに会費及び入会金の金額
（２）会員の除名
（３）理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
（４）理事及び監事の報酬等の額
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（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（６）定款の変更
（７）解散、公益認定の取消し等に伴う贈与及び残余財産の処分
（８）第３８条に規定する基本財産の処分
（９）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
（１０）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項　

（開催）
第１４条　社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後３箇月以内に１回開催するほか、臨時社員総会と

して必要がある場合に開催する。

（招集）
第１５条　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
２　社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の１週間

前までに通知しなければならない。
３　定時社員総会の開催日時及び場所は、理事会で決定し正会員、研修会員、名誉会員、準会員、海外準会員、

Honorary　Member（外国人）及び Corresponding　Member（外国人）に報告する。

（議長）
第１６条　社員総会の議長及び副議長は、理事長が指名する。 

（議決権）
第１７条　社員総会における議決権は、社員１名につき１個とする。

（決議）
第１８条　社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有

する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当た

る多数をもって行う。
（１）会員の除名
（２）監事の解任
（３）定款の変更
（４）解散
（５）第３８条に規定する基本財産の処分
（６）合併、事業の全部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
（７）その他法令で定められた事項

３　理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第２２条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中
から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

（書面又は電磁的方法による議決権の行使並びに議決権の代理行使）
第１９条　理事会において社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することがで

きることとする旨を定めたときは、社員総会に出席しない社員は、あらかじめ通知された事項について書面
又は電磁的方法により議決権を行使することができる。

２　社員は、他の社員を代理人として、当該代理人によってその議決権を行使することができる。

（議事録）
第２０条　社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２　議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。

（会員への通知）
第２１条　社員総会の議事の要領及び決議した事項は、全会員に通知する。
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第５章　役員等

（役員及び会計監査人の設置）
第２２条　この法人に、次の役員を置く。
　理事　　１６名以上２５名以内
　監事　　２名以上３名以内
２　前項の定めにかかわらず、この法人には次の外部役員を置く。
　外部理事　　1 名以上
　外部監事　　1 名以上
３　前項に定める外部役員は、それぞれ公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律（以下「公益認

定法」という。）第 5 条第 15 号及び第 16 号の用件を満たす者でなければならない。
４　理事のうち１名を理事長、１名以上４名以内を副理事長とする。
５　理事長に事故あるときは、理事会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、副理事長が理事長に代わっ

てその職務を行う。
６　第２項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって法人法第９１条第１項第２号の業務執

行理事とする。
７　この法人に会計監査人を置く。

（役員及び会計監査人の選任）
第２３条　理事及び監事は、正会員の中から、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、外部

役員は、この限りではない。
２　会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
３　理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
４　この法人の監事及び会計監査人には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。）及びこの

法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事及び各会計監査人は、相互に親族その他特殊の関係があっ
てはならない。

５　この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事
総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになってはならない。

６　事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益
を与えてはならない。

７　この法人においては、 他の同一の団体（ただし、公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これ
に準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えることができない。
監事についても同様とする。

（理事の職務・権限）
第２４条　理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
２　理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
３　副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

（監事の職務・権限）
第２５条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
２　監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。

（会計監査人の職務）
第２６条　会計監査人は、この法人の貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明

細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、法令で定めるところにより、会計監査報告を作成する。
２　会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する

報告を求めることができる。
（１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
（２）会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を法令で定める方法により表示したもの
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（役員及び会計監査人の任期）
第２７条　理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会

の終結の時までとする。
２　理事又は監事については、再任を妨げない。
３　前項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期

は、前任者の任期の満了する時までとする。
４　理事又は監事は、第２２条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
５　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の

時までとする。ただし、その定時社員総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものと
みなす。

（役員及び会計監査人の解任）
第２８条　理事、監事又は会計監査人は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
２　監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上の決議に基づいて行わ

なければならない。
３　監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任すること

ができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される社員総会に報告する
ものとする。

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
（２）会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
（３）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

４　第１項又は前項の場合は、社員総会の決議による前に、その理事、監事又は会計監査人に弁明の機会を与え
なければならない。

５　理事長及び副理事長は、理事会の決議によって解職する。

（報酬等）
第２９条　役員には、その職務執行の対価として報酬等を支給することができる。その額については、社員総会

が別に定める。
２　役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
３　会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。

（顧問）
第３０条　この法人に、任意の機関として、１名以上３名以内の顧問を置くことができる。
２　顧問は、この法人の業務の運営に関する事項について、理事長の諮問に応じ、意見を述べ又は助言を行う。
３　顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。
４　顧問は、会員の中から、任期を定めた上で選任する。
５　顧問に関する運用については、理事会において別に定める規則による。
６　顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第６章　理事会

（構成）
第３１条　この法人に理事会を置く。
２　理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）
第３２条　理事会は、次の職務を行う。
（１）この法人の業務執行の決定
（２）理事の職務の執行の監督
（３）理事長及び副理事長の選定及び解職

２　この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行使する場合には、あらかじ
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め理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の承認を要する。

（招集）
第３３条　理事会は、理事長が招集する。
２　理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、副理事長が招集する。
３　理事会を招集するときは、理事会の開催日の１週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載し

た書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

（議長）
第３４条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
２　理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、副理事長がこれに当たる。

（決議）
第３５条　理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半

数をもって行う。
２　前項の規定にかかわらず、法人法第９６条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議

があったものとみなす。

（議事録）
第３６条　理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
２　出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第７章　資産及び会計

（資産の構成）
第３７条　この法人の資産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。
２　基本財産とは、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産である。
３　その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

（基本財産の維持及び処分）
第３８条　基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
２　やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、理事総数（現

在数）の３分の２以上の賛成、及び社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の３分の
２以上に当たる多数をもって決議することを要する。

（経費の支弁）
第３９条　この法人の事業遂行に要する経費は、その他の財産をもって支弁する。

（事業年度）
第４０条　この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第４１条　この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事

業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に報告しなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。

２　第１項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供す
るものとする。

（事業報告及び決算）
第４２条　この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監

査を受け、かつ、第３号から第７号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受
けなければならない。

（１）事業報告
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（２）事業報告の附属明細書
（３）貸借対照表
（４）損益計算書（正味財産増減計算書）
（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書
（６）財産目録
（７）キャッシュ・フロー計算書

２　前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号、第６号及び第７号の書類については、定時社員
総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第４８条に定め
る要件に該当しない場合には、第１号の書類を除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認
を受けなければならない。

３　第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社
員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（１）監査報告
（２）会計監査報告
（３）理事及び監事の名簿
（４）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
（５）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）
第４３条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８条の規定に基づき、毎

事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第４２条第３項第５号の書類に記
載するものとする。

第８章　定款の変更及び解散

（定款の変更）
第４４条　この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

（解散）
第４５条　この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与）
第４６条　この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その権利義務

を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当
する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律（以下「公益認定法」という。）第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）
第４７条　この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共

団体又は公益認定法第５条第１７号に掲げる法人であって租税特別措置法第４０条第１項に規定する公益法
人等に該当する法人に贈与するものとする。

第９章　委員会

（委員会）
第４８条　この法人には、会務執行のため、理事会の決議により、委員会を設置する。 
２　理事会が必要と認めたときは、その決議により、前項の委員会のほか、特別委員会を置くことができる。
３　各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
４　委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
　　

第１０章　事務局

（事務局の設置等）
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第４９条　この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
３　重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
４　事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

第１１章　公告の方法

（公告の方法）
第５０条　この法人の公告は、電子公告による。
２　事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法に

よる。　

第１２章　補則

（規則等への委任）
第５１条　この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議に

より別に定める。また、規則を実施するための細則等は理事会が定めるものとする。

附則
１　この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める
公益法人の設立の登記の日から施行する。

２　整備法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第
４０条（事業年度）の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事
業年度の開始日とする。

３　この法人の最初の社員は、整備法第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記を行うことを条件に、こ
の定款第５条及び登記日から施行する公益社団法人日本整形外科学会代議員選挙及び補欠代議員選挙規則に
基づいてあらかじめ選出された代議員とする。なお、この法人の最初の社員を選出するための代議員選挙及
び補欠代議員選挙は、定款第５条第１０項の規定にかかわらず、平成２２年１２月に実施するものとする。

４　前項の規定に基づいて選出された代議員の任期及び補欠代議員の選出の効力は、定款第５条第１０項の規定
にかかわらず、平成２５年に実施される代議員選挙及び補欠代議員選挙の終了の時までとする。

５　この法人の最初の理事長は中村　耕三、副理事長は米延　策雄、里見　和彦、三浪　明男、堀内　行雄、会
計監査人は小見山　満とする。

附則
１　この定款の変更は、令和２年５月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会定款運用規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会定款（以下「定款」という。）の施行・実施に関し必要な

事項を定めることを目的とする。

（名称の略称）
第２条　定款第１条本文中「公益社団法人日本整形外科学会」の略称を「日整会」とし、英文「The Japanese　

Orthopaedic Association 」の略称を「ＪＯＡ」とする。 

（会員以外の者の事業への参加）
第３条 定款第５条第１項各号に規定する会員以外の者は、日整会が定める所定の手続を経て、本法人が行う事業

に参加することができる。

（役員の任期の特例）
第４条　定款第２７条第２項の規定にかかわらず、再任は１回までとする。ただし、外部役員は、この限りでは

ない。
２　前項の規定にかかわらず、理事長である理事については更に 1 回再任をすることができる。

（理事会における議決権の行使の方法）
第５条　理事は、やむを得ない事由のために理事会に出席できない場合であっても、代理人によってその議決権

を行使することはできない。

（社員総会への出席）
第６条　定款第１９条の規定にかかわらず、社員は、審議の充実と向上を図るため、社員総会への事実上の出席

に努めるものとする。

（書面又は電磁的方法による議決権の行使方法）
第７条　定款第１９条における書面による議決権行使とは議決権行使書面によるものとし、その様式は別表様式

１のとおりとする。
２　定款第１９条における電磁的方法による議決権の行使とは、社員が、別表様式１に記載すべき事項を電磁的

方法により日整会に提供して行う。

（議決権の代理行使の方法）
第８条　定款第１９条第２項に定める議決権の代理行使は、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出して行う

こととし、代理権を証する書面は、別表様式２のとおりとする。
２　代理人は、社員１名につき１名とする。複数の社員が同一の社員を代理人とすることは妨げない。

（臨時社員総会の招集）
第９条　定款第１４条及び第１５条第１項の運用として、正会員から理事会に対し、臨時社員総会開催を申請で

きるような措置を別途講ずることとする。

（規定の名称等）
第１０条　定款第５１条に規定する「規則」とは、規定の表題に「〇〇〇〇〇規則」の冠名を付すことにする。
２　　定款第５１条に規定する「細則等」とは、「細則」、「規程」、「内規」をいい、当該規定の表題にそれぞれ

の冠名を付すことにする。
３　前項の「細則」とは、「規則」を実施するための細目等の規定をいう。
４　第２項の「規程」とは、細則以外の規則を実施するための細目等の規定をいう。
５　第２項の「内規」は、「細則」及び「規程」を補足・補完するための規定とする。 
６　各規定の様式は別表のとおりとする。
７　本条に定める規定は、すべて日整会の規則集（別定）に収載し管理する。

（規則の変更）
第１１条　この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。

附則
　　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日か
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ら施行する。

附則
　　この規則の変更は、令和２年５月２０日から施行する。
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別表様式１

議　決　権　行　使　書

公益社団法人日本整形外科学会　御中

令和　　年　　月　　日

代議員　　　　　　　　　　　　　㊞
　　（氏名は自署、押印のこと）

私は、令和○○年○○月○○日○○時○○分開催の○○○○年○○社員総会の
各議案につき、下記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使する。

なお、賛否の表示をしない場合は、賛として取り扱うこと。

記

　　　議　案 　　　　　　　　　原案に対する賛否
　　第１号議案  　　　　　　　　　賛　・　否
　　第２号議案  　　　　　　　　　　　賛　・　否
　　第３号議案 　　　　　　　　　　　賛　・　否

　　　　　書面による議決権行使期限　令和○○年○○月○○迄

注）１．日付は社員総会開催以前とする。
　　２．賛・否の文字のいずれかを○囲いする。
　　３．賛・否以外の意見等は採用しない。
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出　席　票

公益社団法人日本整形外科学会
○○○○年○○社員総会

代議員　　　　　　　　　　　　　㊞
　　（氏名は自署、押印のこと）

　　　　　　日　時　令和○○年○○月○○日午○○○時○○分
　　　　　　場　所　○○○○○○〇〇○○○○○○○○○○○

（お願い）
１　当日、社員総会にご出席の場合は、この出席票と議決権行使書を会場受付に
　　ご提出下さい。
２　当日、社員総会にご出席願えない場合は、議決権行使書に賛否を表示され、
　　ご捺印の上、社員総会の前日までに、議決権行使書のみをご返送ください。
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別表様式２

公益社団法人日本整形外科学会　御中
（FAX　０３−３８１８−２３３７）

委　　任　　状

　私は、                        氏をもって代理人とし、次の権限を委任します。

１．令和○○年○月○○日 開催の○○○○年○○社員総会に出席して、
決議事項につき議決権を行使すること。

２．上記定時社員総会において提出された動議につき議決権を行使する
こと。

令和　　年　　月　　日

（              地区）

氏名　　　　　　　　　　　　㊞

（註）受任者の氏名の記載のないものは、議長に委任したものとみなす。
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公益社団法人日本整形外科学会正会員関与手続規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会の定款（以下「定款」という。）の施行・実施に関し、正

会員の関与する手続について必要な事項を定めることを目的とする。

（臨時社員総会の開催）
第２条　正会員が臨時社員総会の開催を求めようとするときは、５００名以上の正会員の連名（住所・氏名とも

に自署）により、理由を付した文書をもって理事会にその申請を行わなければならない。
２　前項に基づく申請があったときは、次の各号に定めるとおり取り扱うこととする。
（１）　臨時社員総会の開催の可否は、理事会の決議による。
（２）　前号により臨時社員総会を開催しない場合には、理由を付して、申請者全員にその旨通知することとす

る。
３　臨時社員総会の開催が決定したときは、定款第１５条第１項の招集として取り扱う。

（補則）
第３条　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、別に理事会の定めるところによる。

（規則の変更）
第４条　この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。

附則
　　　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に

関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の
日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会会員規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）の定款（以下「定款」という。）

第５1 条の規定に基づき、会員の制度等について定めることを目的とする。

第２条
（定款に記載されているので削除）

第３条
（定款に記載されているので削除）

（入会手続）
第４条　定款第６条の入会申込みの手続は、次のとおりとする。
（１）正会員になろうとする者は、役員又は代議員２名の推薦を受け、日整会の運用するホームページ上の「入

会案内」にて必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。ただし、研修会員である者にあって
は、医師法第１６条の２第１項に定める臨床研修が修了した後に、退会の申出がない限り正会員に移行する
ものとし、入会申込書の提出を要しない。

（２）研修会員になろうとする者は、役員又は代議員１名の推薦を受け、日整会の運用するホームページ上の「入
会案内」にて必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。

（３）賛助会員になろうとする者は、正会員２名の推薦を受け、所要事項を記入した所定の入会申込書（様式２）
を日整会の事務局へ提出しなければならない。

（４）準会員又は海外準会員になろうとする者は、役員又は代議員２名の推薦を受け、所要事項を記入した所
定の入会申込書（様式３）を日整会の事務局へ提出しなければならない。

（５）理事会及び社員総会の決議を経て、理事長によって名誉会員に推挙された者は、本人の口頭又は書面に
よる承諾をもって名誉会員になるものとする。

（６）　Honorary　Member（外国人）になろうとする者は、名誉会員、理事、監事又は代議員１名の推薦を受け、
理事会の決議によって決定し、本人の承諾書を提出しなければならない。

（７）Corresponding　Member（外国人）になろうとする者は、名誉会員、理事、監事又は代議員１名の推薦を受け、
理事会の決議によって決定し、本人の承諾書を提出しなければならない。

（資格の取得）
第５条　前条第５号から第７号までに定める名誉会員、Honorary　Member 及び Corresponding　Member を除

き、前条の入会手続を経た者は、理事会の決議によって会員となる。ただし、入会年月日は、理事会の承認
日の翌月１日とする。

（権利義務）
第６条　会員の権利義務は、次項以下に定め、特別の場合を除き入会日をもって発生する。
２　正会員及び研修会員の権利義務に関する事項は、次のとおりとする。
（１）日整会が刊行する機関誌及び図書等の優先的頒布（入会月分から）を受けることができる。ただし、会

費滞納の間はこれを停止する。
（２）社員総会への参加ができる。ただし、社員総会において議決権を有する正会員以外の者が議決権を行使

することはできない。
（３）別に定める会費を納めなければならない。
（４）社員総会の決議を遵守しなければならない。
（５）住所、氏名、機関誌送付先に変更がある場合には、速やかに届け出なければならない。
（６）その他定款及び規則等に定められるところの権利を行使し義務を負う。 

３　名誉会員、Honorary　Member 及び Corresponding　Member には、第２項第１号本文、第２号、第４号、
第５号及び第６号の規定を適用する。

４　準会員及び海外準会員には、第２項第１号、第３号から第６号まで規定を適用する。
５　賛助会員には、第２項第１ 号、第３号から第６号までの規定を適用する。 
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（退会）
第７条　退会しようとする者は、所定の退会届（様式４・５）を日整会の事務局へ提出しなければならない。

（再入会）
第８条　会員の資格を喪失した者が再度入会しようとするときは、第４条の規定の適用を受け、新規入会手続を

行わなければならない。

（通知）
第９条　日整会へ入会した会員に対する入会通知は、本人に対して行う。
２　日整会を退会した会員に対する退会通知は、その氏名を機関誌に掲載することにより会員等へ通知したもの

と看做す。

（補則）
第１０条　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。

（規則の変更）
第１１条　この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則
　　この規則は、平成２９年５月１７日から施行する。

附則
　　この規則は、平成２９年７月１２日から施行する。

附則
　　この規則は、令和２年１１月１９日から施行する。
　　様式１- １及び様式１- ２　削除
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受 理
承 認
入会年月日

入　会　申　込　書　（賛助会員用）

代 表 者 名  

担 当 者 名  

年 会 費  

会費納入方法  １. 　銀行振込　　　　２.　郵便振替　

　　　　　　年　　月　　日

 申込者署名     ㊞

　　上記の者を日本整形外科学会の賛助会員に推薦します。

 推薦者（正会員）    ㊞

 推薦者（正会員）    ㊞
　　

［様式２］- １  

会 社 名

団 体 名

業 種  

住 所  

連 絡 先  

〒  

Tel.    - 　　　　　　　　　　　　-

Fax.    -　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 

E-mail

所属部課
氏　　名

（一口　50,000 円以上）　　　　　口　　　　　　　　　　円
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受 理
承 認
入会年月日

入　会　申　込　書　（賛助会員用）

（ フ リ ガ ナ ）

氏　 名  
イ ニ シ ャ ル  

姓 名  
  （西暦）

　　　　　　年　　 月　　 日
  

性 別  

男 女  

現 住 所  

〒  

Tel. 　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　　— 

名
称

所

在

現
職

〒  

雑 誌 送 付 先  １. 　現 住 所　　　　２.　勤 務 先　

　　　　　　年　　月　　日

 申込者署名 ㊞

　　上記の者を日本整形外科学会の賛助会員に推薦します。

 推薦者（正会員） ㊞

 推薦者（正会員） ㊞
　

勤

務

先

生
年
月
日   

［様式２］—２  

Fax. 　　　　　　　　　  —　　　　　　　　　　— 

E-mail

Tel. 　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　　— 

Fax. 　　　　　　　　　  —　　　　　　　　　　— 

E-mail

１. 年会費 （一口 50,000 円以上）
　  　　口 　　　　　円
２. 会費納入方法　　銀行振込　　　郵便振替

備
考
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受 理
承 認
入会年月日

入　会　申　込　書　（準会員用）

（ フ リ ガ ナ ）

氏　 名  
イ ニ シ ャ ル  

姓 名  
  （西暦）

　　　　　　年　　 月　　 日
性 別  

男 女  

現 住 所  

〒  

Tel. 　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　　— 

名
称

所

在

〒  

雑 誌 送 付 先  １. 　現 住 所　　　　２.　勤 務 先　　　　３.　その他　

勤

務

先

生
年
月
日   

Fax. 　　　　　　　　　  —　　　　　　　　　　— 

E-mail

Tel. 　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　　— 

Fax. 　　　　　　　　　  —　　　　　　　　　　— 

E-mail

［様式３］- １  

国 籍  現 職  

所属学術
団 体  

１.
２.
３. 

出身学校  

専門分野  

その他の場合の雑誌送付先： 

　　　　　　年　　月　　日

 申込者署名 ㊞

　　上記の者を日本整形外科学会の準会員に推薦します。
 公益社団法人日本整形外科学会
 役員又は代議員（　　　地区） ㊞

 役員又は代議員（　　　地区） ㊞
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    Accepted:                           
    Approved: 
    Date of admission: 

Application Form
 (International Affiliate Member)

Name:     Initials: 
Date of Birth:     Sex:  Male    Female
Nationality: 
Present Occupation: 
Scientific Organization of which the applicant is full member:
 1.
 2.
 3. 
Academic/Professional Career:
 Final Education: 
 Professional Career:
 Present Address:
 Tel:   Fax:
 E-mail: 
Professional Address:
 Name of Organization (Firm) :
 Address:
                    Tel:   Fax:
 E-mail:                            
Mailing Address: 1. Present address 2. Professional Address
  3. Others (specify below)
Designated Mailing Address: 

   Date of Application: 

   Applicant:                                                          

I recommend Mr./Ms.                                                                                                              as an 
International Affiliate Member of the Japanese Orthopaedic Association.             

     Representative (                                             District)
     Japanese Orthopaedic Association

     Representative (                                             District)
     Japanese Orthopaedic Association

［様式３］- ２  
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［様式４］  

　　年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会　理事長殿

 住所：〒　　　−　　　　

 正会員または
 準会員氏名：　　　　　　　　　　　㊞

正 会 員 ・ 準 会 員 退 会 届

下記の理由により、退会届を提出します。

記

［理由記入欄］
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［様式５］  

　　年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会　理事長殿

 住所：〒　　　−　　　　

 団体名等：

 個人氏名または
 代表者名：　　　　　　　　　　　㊞

賛 助 会 員 退 会 届

下記の理由により、退会届を提出します。

記

［理由記入欄］
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公益社団法人日本整形外科学会会費規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会定款第５条第１項及び定款第７条並びに公益社団法人日本

整形外科学会会員規則第６条第１項及び第２項の規定に基づき、会員の会費について定めることを目的とす
る。

（会費）
第２条　会員の会費は、次のとおりとする。
（１）正会員　　　　  年額　１４, ０００ 円
（２）研修会員　　　  年額　５, ０００ 円
（３）賛助会員　　　  年額　一口５０, ０００ 円を一口以上
（４）準会員・海外準会員　 年額　１４, ０００ 円

２　名誉会員、Honorary　Member（外国人）及び Corresponding　Member（外国人）は会費を納めることを
要しない。

（会費の納入期限等）
第３条　会費は、その事業年度の８月３１日までに、会費の全額を納入するものとする。ただし、新規加入会員

については、入会時に入会年度の会費の全額を納入しなければならない。

（規則の変更）
第４条　この規則は、社員総会の決議によって変更することができる。

附則
　　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日
から施行する。

附則
　　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会役員選挙規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第２３条第１項に基づき、

役員（ただし、外部役員を除く。）の選任に関する事項について定めることを目的とする。

（役員の資格）
第２条　次の各号に掲げる要件をいずれも満たす正会員は、役員に選任されることができる。
（１）役員に選任される日が属する年（以下「選挙年」という。）の前年の９月１日の時点で日整会の正会員であっ

た者
（２）選挙年の４月１日の時点で満６６歳に満たない者

（選挙の公示）
第３条　理事会が役員の選任を定時社員総会の議題としようとするときは、理事長は、選挙年の前年の１０月

３１日（なお、それが困難な事情があるときは、選挙年の３月３１日）までに、当該定時社員総会で議決権
を有する社員に対してその旨を適当な方法で通知（公示）するものとする。

（立候補及びその撤回）
第４条　役員の候補者になろうとする者は、選挙年の前年の１２月１日から１２月２０日（なお、それが困難な

事情があるときは、役員を選任する社員総会の会日の３週間前）までに、理事長宛てにその旨を申請しなけ
ればならない。

２　前項の申請にあたっては、申請者は、現に代議員の地位にある者５名（ただし、監事の候補者になろうとす
る者については、現に代議員の地位にある者４名及び現に監事の地位にある者１名）の推薦承認を得て、自
身の会員マイページから立候補届及びその所信を登録しなければならない。

３　第１項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、選挙年の１月３１日（なお、それが困難な事情があ
るときは、役員を選任する社員総会の会日の１週間前）までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を理
事長に提出するものとする。

（議案の提出）
第５条　理事会は、前条に基づいて行われた立候補の状況等に基づいて、社員総会の目的とする役員の選任に関

する議案の内容（選任する役員の員数を含み、かつこれには限定されない。）を決定する。
２　定款第１５条第２項に基づく定時社員総会の招集通知には、役員の候補者の氏名その他理事会が決定した役

員の選任に関する議案の内容を記載するものとする。

（決議の方法）
第６条　役員の選任は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員

の議決権の過半数をもって行う。
２　役員の選任は、投票により行う。
３　投票は、書面、挙手その他適当な方法によって行うことができる。
４　投票の結果、第１項の定める要件をみたさなかったときは、決選投票を行う。
５　前項に定める決選投票は、投票の結果得票の多い候補者上位２人のみ（ただし、候補者が１人であるときは

１人）を候補者として扱い、あらためて投票を行う方法による。

（投票の無効）
第７条　投票が次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。なお、無効とされた投票も、出席した社員

の議決権の数には算入される。
（１）所定の用紙その他所定の方法によらないもの
（２）候補者でない者に対するもの
（３）２名以上の者に対するもの
（４）候補者の何人に対して投票したかを確認し難いもの
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（規則の変更）
第８条　この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則　この規則は、平成２４年３月３１日を事業年度の末日とする事業年度に係る定時社員総会の終結の日の翌
日から施行する。

附則　この規則は、令和２年５月２０日から施行する。
附則　この規則は、令和４年５月１８日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
附則　この規則は、令和 7 年 3 月 27 日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会代議員選挙及び補欠代議員選挙規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第５条第３項及び第６項

の規定に基づき、代議員及び補欠代議員の選出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（選出方法）
第２条　代議員及び補欠代議員は、第３条に規定する選挙に関する区域（以下「選挙区」という。）ごとに各選

挙区の正会員による選挙によって選出する。

（選挙区）
第３条　選挙は、全国を次の選挙区に分けて行う。

１. 北海道選挙区
２. 東北選挙区（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県）
３. 関東選挙区（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県）
４. 中部選挙区（富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県） 
５. 近畿選挙区（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）
６. 中国・四国選挙区（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県）
７. 九州選挙区（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

（選挙権及び被選挙権）
第４条　代議員選挙及び補欠代議員選挙の選挙権は、選挙の行われる年（以下「選挙年」という。）の前年の

１１月１日現在の日整会の正会員がこれを有する。
２　代議員選挙及び補欠代議員選挙の被選挙権は、前項の正会員がこれを有する。
３　選挙権を有する正会員（以下「選挙人」という。）及び被選挙権を有する正会員（以下「被選挙人」という。）

の選挙区は、選挙年の前年の１１月１日現在の正会員台帳に記載又は記録する住所によって定める。

（代議員定数）
第５条　代議員定数は、第３条に規定する選挙区ごとに定めるものとし、選挙年の前年の１１月１日現在の正会

員台帳に記載又は記録されている概ね正会員１００名につき１名の割合とし、次項に基づき算定するものと
する。

２　代議員定数の下限数は、各選挙区の選挙人の数を１００で除して得た数で小数点１位を四捨五入した数とし、
代議員定数の上限数は、各選挙区の選挙人の数に選挙人の数の１割を加えた数を１００で除して得た数で小
数点１位を四捨五入した数とする。

３　代議員定数の具体的な算出方法は、別表１のとおりとする。

（補欠代議員）
第６条　前条の代議員定数に欠員を生じることに備えて、選挙区ごとに、補欠代議員選挙を実施しなければなら

ない。

（補欠代議員の定数）
第７条　補欠代議員の定数は、第５条に規定する代議員定数の下限数を１０で除して得た数で小数点１位を四捨

五入した数とする。
２　補欠代議員の定数の具体的算定方法は別表２のとおりとする。

（選挙管理委員会）
第８条　この規則による選挙の管理執行に関する事務は、代議員選挙管理委員会（以下「委員会」という。）が行う。
２　委員会の委員（以下「委員」という。）は、代議員選挙及び補欠代議員選挙に立候補しない正会員の中から、

理事長が理事会の同意を得て各選挙区ごとに１名（合計７名）を委嘱するものとする。
３　委員は、委員会を組織し、委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、委員の中から互選によって選定する。
４　委員の任期は、第２項の委嘱の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。
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（選挙管理委員会運営の規則）
第９条　委員会の運営に関して必要な事項を次のように定める。
（１）委員が代議員選挙及び補欠代議員選挙に立候補するとき、又は正会員の資格を喪失したときは、理事長

は当該委員を解任する。
（２）委員に欠員等を生じた場合に備えて、理事長は理事会の同意を得て、あらかじめ各選挙区ごとに１名ず

つ（合計７名）の予備委員を委嘱するものとする。
（３）予備委員には、委員に関する規定をすべて準用する。
（４）委員長は、委員会を代表し、事務を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ

職務を代行する委員を指名している場合を除き、委員の互選により委員長代行を決定する。
（５）委員会は、委員総数（現在数）の過半数の者が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
（６）委員会における議決権は、委員１名につき１個とする。
（７）委員会におけるすべての決議は、出席委員の過半数で決する。

（選挙の告示）
第１０条　選挙に関する告示は、選挙年の前年の１１月１０日までに行わなければならない。

（選挙人名簿）
第１１条　選挙年の前年の１１月１日現在における正会員台帳に記載又は記録される選挙人及び被選挙人をもっ

て構成する名簿を選挙人名簿とする。

（選挙人名簿の閲覧等）
第１２条　選挙人及び被選挙人は、選挙年の前年の１２月１日から同年１２月１５日までの間、日整会の事務局

において選挙人名簿を縦覧又は閲覧することができる。
２　委員会は、第３条に規定する選挙区ごとの委員に委託して各選挙区ごとに当該委員が定める方法により、当

該選挙区の選挙人及び被選挙人に対して選挙人名簿を縦覧又は閲覧させることができる。
３　選挙人及び被選挙人は、選挙年の前年の１２月１日から同年１２月１５日までの間、日整会が日整会のホー

ムページ上に作成した選挙人名簿を委員会の許可を得て縦覧又は閲覧することができる。
４　選挙人は、選挙人名簿に脱漏、誤記等があると認めたときは、選挙年の前年の１２月１５日までに、委員長

に異議の申立てをすることができる。
５　委員会が異議の申立てを認めたときは、選挙人名簿の訂正を行い、これを選挙人及び被選挙人に告示しなけ

ればならない。

（立候補の届出）
第１３条　代議員選挙又は補欠代議員選挙に立候補しようとする者は、選挙年の前年の１１月３０日までに、候

補者の選挙区の正会員 5 名の推薦承認を得て、自身の会員マイページから立候補届及び所信を登録しなけれ
ばならない。

（立候補の辞退）
第１４条　候補者であることを辞退する場合は、選挙年の２月１日までに到着するように、候補者本人の自署に

よる立候補辞退届を委員長に提出しなければならない。

（候補者の告示）
第１５条　委員会は、候補者の氏名を選挙年の３月１日までに、選挙人及び被選挙人に告示しなければならない。

（選挙期日）
第１６条　選挙期日は、選挙年の３月末日までとする。

（投票）
第１７条　選挙人は、当該選挙人が属する選挙区の候補者の中から代議員及び補欠代議員を各１名選出し、その

氏名を、あらかじめ委員会が定めた投票用紙に自ら記載して、これを委員長に選挙期日までに到着するよう
に郵送しなければならない。
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２　投票は、無記名投票とする。

（開　票）
第１８条　委員会は、選挙の公正性を確保するため、選挙期日までに、代議員選挙及び補欠代議員選挙に立候補

しない正会員の中から２名以上の開票立会人を指名する。
２　開票は、委員会が開票立会人の立会いの下に、選挙終了後直ちに行わなければならない。

（投票の効力）
第１９条　投票の効力は、委員会が開票立会人の意見を聴き、これを決定しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、次の投票は各号のとおり処理する。
（１）第１７条に違反することが明らかなものは、その投票用紙記載事項を無効とする。
（２）投票用紙の記載が不明確なものは無効とする。ただし、明らかに特定の候補者を指すことが認定された場

合は有効とする。

（代議員の当選人の決定）
第２０条　当選の決定に当たっては、第５条に定める選挙区ごとの代議員定数に応じ、得票数の多い者から順次

当選人とする。
２　得票数が同数の場合は、委員会において開票立会人の立会いの下に、委員長がくじ引きをする方法により当

選人を定める。
３　各選挙区において候補者数が選出しようとする代議員の員数を超えないときは、該当する選挙区については

信任投票を行う。
４　前項の信任投票は、該当する選挙区ごとに、その選挙人に対し、次に掲げる事項を各別に通知する方法で行う。

ただし、第３号の期間は、２週間を下ることができない。
（１）当該選挙区にかかる候補者の氏名
（２）当該選挙区について候補者数が選出しようとする代議員の員数を超えないため、選挙期日をもって候補者

を当選人とする旨
（３）特定の候補者が当選人となることについて、選挙人が所定の期間内に書面で異議を述べることができる旨
（４）前号の書面の送付先となる住所

５　選挙人が前項第３号の期間内に特定の候補者が当選人となることについて異議を述べなかったときは、当該
選挙人は、当該特定の候補者について信任する旨の投票をしたものとみなす。

６　当該選挙区の選挙人の員数の３分の１以上の選挙人が第３項第３号の期間内に特定の候補者が当選人となる
ことについて異議を述べたときは、当該特定の候補者は当選人とはならない。

７　当選人が決定したときには、委員会は当選人に当選の旨を通知し、速やかに選挙人に選挙結果を知らせなけ
ればならない。

（補欠代議員の決定）
第２１条　補欠代議員の当選の決定に当たっては、得票数の多い者から順次当選人とし、当選順に代議員の欠員

を補充するものとする。
２　得票数が同数の場合には、委員会において開票立会人の立会いの下に委員長がくじ引きをする方法により当

選人を定める。
３　前条第３項から第６項までの定めは、各選挙区において補欠代議員の候補者数が選出しようとする代議員の

員数を超えないときに準用する。

（異議の申立て）
第２２条　選挙の効力に関して異議のある選挙人及び被選挙人は、選挙結果発表日から１４日以内に、文書で委

員長に対して異議を申し立てることができる。

（再選挙）
第２３条　選挙に関する不正行為の有無は、委員会において審議し、決定し、理事長に報告する。
２　選挙の無効が決定された選挙区では、当該選挙区において再選挙を行う。
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（当選人の繰上補充）
第２４条　選挙日から１５日以内に当選人が辞退又は正会員の資格を喪失したときは、当該選挙区の得票数の次

順位の者を順次繰り上げ、当選人とする。
２　委員会により当選の無効が決定された場合には、当該選挙区の得票数の次順位の者を順次繰り上げ、当選人

とする。

（選挙事務）
第２５条　選挙に関する事務は、日整会の事務局において行う。

（規則の変更）
第２６条　この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則
１　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める
公益法人の設立の登記の日（以下「登記日」という。）から施行する。

２　整備法第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記を行うことを条件に、この法人の最初の代議員及び
補欠代議員をあらかじめ選出する選挙においては、この規則中、「選挙の行われる年」を「平成２２年」と読
み替え、各日付については以下のとおり読み替えるものとする。

３　この改正規則は、平成２４年５月１６日から施行する。

附則
　　この規則の変更は、令和４年５月１８日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会学術集会規則

第１章　総則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）が、その定款第４条第１項第

１号に定める学術集会に関し、定款第５１条に基づきその運営等に関する事項について定めることを目的と
する。

（学術集会の種別）
第２条　日整会の開催する学術集会は、次のとおりとする。
（１）日本整形外科学会学術総会（Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association）：整形外科学及び

運動器学全般にわたる研究の発表・提言・連絡・提携を行う。
（２）日本整形外科学会基礎学術集会（Annual Research Meeting of the Japanese Orthopaedic Association）：

整形外科学及び運動器学に関する基礎研究の発表・提言・連絡・提携を行う。
（３）日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会（Annual Musculoskeletal Tumor Meeting of the Japanese 

Orthopaedic Association）：運動器の腫瘍及び腫瘍様状態に関する研究の発表・提言・連絡・提携を行う。

（名称）
第３条　各学術集会は、慣用としてそれぞれ「学会」と称することができる。

第２章　機関

（会長等）
第４条　各学術集会には、いずれも会長・次期会長・次々期会長（以下、三者を併せて「会長等」という。）各

１名を置く。
２　各学術集会の会長（以下「各会長」という。）は、自ら当該学術集会を主宰するほか、この規則に定めると

ころに従って学術集会の開催及び運営に関する事項を決定する。
３　各会長は、自らが主宰する学術集会を成功に導き、日整会が学術集会の開催を通じて整形外科学及び運動器

学に関する研究の発展に貢献し、学術及び科学技術の振興に寄与することができるよう、努めなければなら
ない。

４　会長等は、それぞれの任期中に日整会が開催する他の学術集会の会長又は日整会の理事長若しくは副理事長
を兼任することができない。

５　各会長の任期は、自らが主宰することとなる学術集会の前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学
術集会が終了した時までとする。

６　各会長の任期が満了したときは、その学術集会の次期会長が当然にその学術集会の会長に就任する。
７　各学術集会の次期会長がその学術集会の会長に就任したときは、その学術集会の次々期会長が当然にその学

術集会の次期会長に就任する。

（会長代行者の選任等）
第５条　在任中に会長等に事故があったときは、理事長は、理事会の承認を得た上で、会長等を代行する者（以

下「会長等代行者」という。）を選任するほか、その学術集会の開催に支障を及ぼさないよう措置を講ずるこ
ととする。

２　会長等代行者を選任したときは、理事長は、その旨を選任後最初に開催される定時社員総会に報告しなけれ
ばならない。

３　会長等代行者は、被代行者たる会長等に代わって、この規則に定める当該会長等に係る権限を行使する。
４　会長等代行者の任期は、その選任後最初に開催される定時社員総会の終結の時までとする。

（選挙及び選挙管理委員会）
第６条　次々期会長は、学術集会毎に各１名を社員の選挙によって選出する。
２　次々期会長又は次期会長が欠けたときも、前項と同様とする。
３　前２項に定める選挙（以下「学術集会会長等選挙」という。）の事務を取り扱うため、理事会は、その決議により、
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学術集会会長等選挙管理委員会（以下単に「選挙管理委員会」という。）を置く。
４　選挙管理委員会は、学術集会会長等選挙に関する事務を管理する。
５　学術集会会長等選挙は、選挙管理委員会が定める日時及び場所において、社員総会とは別に行う。
６　選挙の日が属する年（以下「選挙年」という。）の４月１日の時点で社員の地位にあった者で、かつ、選挙

の日にその地位にある者は、学術集会会長等選挙の選挙権を有する。

（会長等の資格）
第７条　日整会の正会員であり、かつ、選挙年の４月１日の時点で次の各号に掲げる条件を満たしている者は、

会長等のうちそれぞれ当該各号に定める者に選出されることができる。
（１）６５歳未満である者　　　会長
（２）６４歳未満である者　　　次期会長
（３）６３歳未満である者　　　次々期会長

２　会長が任期中に６５歳を超えても、当該任期の末日までは、当該会長はその地位にとどまることができる。
３　次期会長または次々期会長がそれぞれ会長としての任期を終了するまでは、前項に準じるものとする。

（会長等の選挙の告示）
第８条　会長、次期会長又は次々期会長を選出しようとするときは、選挙管理委員会は、選任年の前年の１０月

３１日（ただし、それが困難な事情があるときは、選挙の日の２か月前）までに、選挙権を有する社員に対
してその旨を適当な方法で通知（告示）するものとする。

（立候補及びその撤回）
第９条　会長等の候補者になろうとする者は、選挙年の前年の１２月１日から１２月２０日（ただし、それが困

難な事情があるときは、選挙の日の３週間前）までに、選挙管理委員会宛てにその旨を申請しなければなら
ない。

２　前項の申請に当っては、申請者は、現に代議員の地位にある者５名の推薦承認を得て、自身の会員マイペー
ジから立候補届及びその所信を登録しなければならない。

３　第１項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、選挙年の１月３１日（ただし、それが困難な事情が
あるときは、選挙の日の１週間前）までに、申請者本人の自署による立候補撤回届を理事長に提出するもの
とする。

（当選人の決定及び投票）
第１１条　学術集会会長等選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、当選人

となるには、全投票数から白票数及び無効票数を控除した数の過半数の得票がなければならない。
２　投票は、各学術集会の会長、次期会長又は次々期会長毎に、１人１票とする。
３　投票の方法は、選挙管理委員会がこれを定める。
４　投票の結果、第１項の定める要件を満たさなかったときは、決選投票を行う。
５　前項に定める決選投票は、投票の結果得票の多い候補者上位２人のみ（ただし、候補者が１人であるときは

１人）を候補者として扱い、改めて投票を行う方法による。

（投票の無効）
第１２条　投票が次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
（１）所定の用紙その他所定の方法によらないもの
（２）候補者でない者に対するもの
（３）２名以上の者に対するもの
（４）候補者の何人に対して投票したかを確認し難いもの

第３章　学術集会

（年次集会）
第１３条　各会長は、自らが主宰する学術集会を毎事業年度に１回開催しなければならない。
２　各学術集会の日時、場所、予算、担当コンベンション会社は学術集会運営委員会及び財務委員会での検討・

承認を経て、理事会で承認・決定する。学術総会の場所については、原則として以下の４ヶ所とする（東京都・
神奈川県横浜市・兵庫県神戸市・福岡県福岡市）。
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３　各会長は、自らが主宰する学術集会について、次の事項を決定しなければならない。
（１） 学術集会のテーマがあるときは、当該事項
（２） 学術集会において発表の機会を与える事項の内容
（３） 学術集会において発表の機会を与える者及びそのための条件
（４） その他、学術集会の開催に当って必要となる一切の事項

４　前項に掲げる事項を決定するに当って、各会長は、自らが主宰する学術集会の開催が整形外科学及び運動器
学に関する研究の発展に貢献し、学術及び科学技術の振興に寄与することができるよう配慮するとともに、
日整会が設置する学術集会運営委員会の意見を聴かなければならない。

５　第３項に定める事項を決定したときは、各会長は、遅滞なく、学術集会運営委員会にその内容を報告し、そ
の承認を得なければならない。

６　前項に定める学術集会運営委員会の承認を経て、理事会の承認を得たときは、各会長は、遅滞なく会員に対
して適当な方法で第３項に掲げる事項を通知するものとする。

（連絡調整）
第１４条　会長等は、学術集会運営委員会に出席して担当の学術集会の運営に関する報告及び協議を行う。
２　理事長は、各学術集会の運営に関する協議を行うため、それぞれの学術集会の会長等に理事会への出席を求

めることができる。

（学術集会参加者）
第１５条　日整会正会員、研修会員、名誉会員、準会員（海外含む。）、Honorary Member 及び Corresponding 

Member は、各学術集会に参加することができる。
２　前項以外の整形外科学又は運動器学に関連する分野の研究者が、各会長の許可を得た上で、各学術集会が定

める参加費を納めたときは、その学術集会期間中のみ特別参加者として参加することができる。ただし、日
本整形外科学会雑誌（以下「日整会誌」という。）抄録号については許可された期間内のみ電子版を閲覧する
ことができる。

（抄録）
第１６条　各学術集会に発表する研究は、その抄録を日整会誌に掲載する。

第４章　雑則

（改廃）
第１７条　この規則は、理事会の決議によって変更することができる。
２　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。

附則　この規則は、平成２４年３月３１日を事業年度の末日とする事業年度に係る定時社員総会の終結の日の翌
日から施行する。

附則　この規則は、平成２６年９月１８日から施行する。
附則　この規則は、令和２年３月１９日から施行する。
附則　この規則は、令和４年３月１７日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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Membership Regulations
Japanese Orthopaedic Association

Objectives
Article 1. These regulations are to establish the system for the Japanese Orthopaedic Association on the basis of Article 6 of 
its Articles of Incorporation and Article 4 of its general regulations.

Classification of Members
Article 2. According to Article 6 of the Articles of Incorporation and Article 4 of the general regulations, membership in this 
Association is classified as follows.

(1) Active Member
(2) Sponsoring Member
(3) Corresponding Member
(4) Honorary Member
(5) Associate Member, International Affiliate Member

Qualification Requirements
Article 3. Any person(s) intending to become a member of the Association shall satisfy the following requirements.

(1) Active Members must be medical doctors registered in Japan.
(2) Sponsoring Members shall be those people confirming to the conditions of Article 6-(2) of the Articles of Incorporation.
(3) Corresponding Member shall be those people confirming to the conditions of clause 2 of Bylaws of Corresponding 

Member.
(4) Honorary Members shall be those people confirming to the conditions of Article 6-(3) of the Articles of Incorporation.
(5) Associate Members shall have Japanese nationality and shall have active membership in a scientific organization. 

International Affiliate Members shall be non-Japanese and shall have active membership in an Orthopaedic Association 
or related scientific organization in their country of citizenship.

Admission Procedures
Article 4. The admission procedures to be a Member are as follows.

(1) Applicants for Active Membership must obtain the recommendations of two Active Members. They must fill in the 
prescribed application form (Format-1) and submit it to the secretariat.

(2) Applicants for Sponsoring Membership must obtain the recommendations of two Active Members. They must fill in 
the prescribed application form (Format-2) and submit it to the secretariat.

(3) Applicants for Associate Membership or International Affiliate Membership must obtain the recommendations of two 
representatives. They must fill in the prescribed application form (Format-3) and submit it to the secretariat.

Acquisition of Qualification
Article 5. Applicants who have completed the above admission procedures will become a Member upon approval by the 
Board of Directors. The admission date shall be the first day of the month after the approval date.

Rights and Duties of Membership
Article 6. Members shall have the following rights and duties. They are effective from the admission date, except for special 
cases.
2) Active Members shall have the following rights and duties:

(1) To receive preferentially the Journal of the Japanese Orthopaedic Association and other publications from the month 
when they are admitted. In the case of non-payment, delivery will be suspended.

(2) To participate in general meetings, scientific meetings, and other projects held by the Japanese Orthopaedic Association.
(3) To make contributions to the Association Journal and to submit papers for scientific meetings.
(4) To pay the membership dues.
(5) To follow and comply with resolutions of the Association’s general meetings.
(6) To promptly notify the secretariat of the Association of any changes in the name, address, and mailing address where 

the Journals should be sent.
(7) To exercise the other rights and duties according to the Articles of Incorporation and the other regulations of the 

Japanese Orthopaedic Association.
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3) Sponsoring Members shall comply with the provisions of the preceding Articles 6-2), (1) (4) (5) (6) and (7).
4) Honorary Members shall comply with the provisions of Articles 6-2), (1) (2) (3) (5) (6) and (7).
5) Associate Members and International Affiliate Members may participate in the scientific meetings as described in Articles 

6-2) (2), and comply with the provisions of Articles 6-2), (1) (3) (4) (5) (6) and (7).

Withdrawal
Article 7. Members withdrawing from the Association must submit the prescribed form (Format 4, 5) to the secretariat, and it 
must be approved by the Board of Directors. The withdrawal application submitted by a person who has been administratively 
punished will not be acceptable.
2) The withdrawal date will be considered as the day the Board of Directors approved.

Readmission
Article 8. Any person divested of membership may be re-admitted upon reapplication.

Notice
Article 9. Notification of admission shall be made to each member.
2) The Board of Directors shall publish in the Associationís Journal the names of persons relinquishing membership. This 

shall be considered the notification to the membership.

Supplementary provision
Article 10. Any supplemental rules shall be resolved by the Board of Directors on each occasion.

[Addendum]
1. These regulations shall be effective from April 18th 2001.
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Honorary Member に関する内規
（目的）
所属する国の整形外科及び関連領域における学会活動に通暁し、日本整形外科学会または日本の整形外科学の発
展に多大な功労のあった者に Honorary Member の称号を与えるものとする。

（資格）
１. 所属する国の整形外科学会 （National Association） の正または名誉会員であること（原則として６０才以上）。
２. 学術・業績に優れ、国際的に令名を有し、当該国の整形外科学会で極めて有力な会員であること。
３. 日本整形外科学会または日本の整形外科学及び関連領域において特に功労のあった者。

（参考条件）
１. 日本整形外科学会 Corresponding Member である者。
２. 多施設からの日本整形外科学会会員の留学生をしばしば受け入れ、研修ないし学術交流に協力した者。

（選考方法）
１. 対象国は全世界におよび、特定の国に偏らない。
２．総数はその時点における日本整形外科学会会員総数の約０．１％以内とする。
３．推薦は名誉会員、役員、または代議員による。
４．推薦者は所定の用紙に、候補者氏名、国籍、生年月日、学会及び社会的活動、日本整形外科学会との関係、

同学会への貢献度などの推薦理由を記入しメンバーシップ委員会に提出する。
５．メンバーシップ委員会は、提出された資料に基づき候補者について審査を行い、結果を理事長に報告する。
６．理事長は理事会において審査の上これを決定し、本人より同意書を受けた後、総会において報告する。

（任期）
任期は特に設けない。

（その他）
１．Honorary Member は会費納入の義務を有しない。
２．Journal of Orthopaedic Science を無料送付する。

本内規は平成１４年１１月１４日から実施する。
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Bylaws of Corresponding Membership
Japanese Orthopaedic Association 

Objectives

1. In order to achieve the objectives of the Japanese Orthopaedic Association from an international standpoint, as set forth in 

Article 4 of its Articles of Incorporation, the Association hereby creates “Corresponding Membership”. 

Qualification and Application 

2. Any person(s) intending to become a Corresponding Member shall satisfy the following requirements:

 1)  Such person shall represent or lead an orthopaedic association or related scientific organization in his or her country 

of citizenship and maintain close connections with the Japanese Orthopaedic Association; and 

 2) Such person shall obtain the recommendation of a councilor or an honorary member of the Japanese Orthopaedic 

Association and shall have applied for Corresponding Membership by filling out the prescribed application form and 

submitting it to the secretariat of the Association. 

Admission 

3. The Committee on International Affairs of the Japanese Orthopaedic Association will consider the proposed candidates 

for Corresponding Membership as recommended by councilors or honorary members of the Association and will ask 

those candidates that they feel are suited to submit the prescribed application form. Each application for Corresponding 

Membership will then be evaluated by the Board of Directors for admission or rejection. 

Rights of Corresponding Member 

4. The Corresponding Member shall have the following rights and their membership fee shall be waived: 

 1)  To receive The Journal of the Japanese Orthopaedic Association and other publications of the Association when they 

are published; 

 2)  To participate in meetings related to orthopaedics and its related fields held by the Association; and 

 3)  To make contributions to the Association’s journal and to submit papers for meetings related to orthopaedics and its 

related fields held by the Association. 

Duties of Corresponding Member 

5. The Corresponding Member shall have the following duties: 

 1)  To help contribute to the development of the Japanese Orthopaedic Association by participating in meetings related 

to orthopaedics and its related fields held by the Association and to also contribute by submitting articles and/or news 

letters for possible publication in the Association's journal or in other publications of the Association; and 

 2) To promptly notify the secretariat of the Association of any changes in the name, address, and other relevant data 

affecting their membership. 

Notice of Admission and Withdrawal 

6.. The Board of Directors shall publish in the Association’s journal the names of persons being admitted to or being 

withdrawn from the membership and shall notify said person(s) of the same. 

7.. The period of membership is five years, but this can be extended on approval by the Board of Directors until the member 

reaches the age of sixty five years*. 

*Annotation; Article 7 is applied to the Corresponding Members who were admitted after March 1994. 
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公益社団法人日本整形外科学会表彰規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）が、その定款第４条第 1 項第

４号に定める表彰に関し、定款第５１条に基づきその運営等に関する事項について定めることを目的とする。

（種類）
第２条　日整会の表彰は、次の６種とする。
（１）功労賞（Special Contribution Award）: 受賞の年の４月１日現在６７歳以上の整形外科学分野の医師のうち、

整形外科学及び医療の進歩普及に顕著な功績があった者に授与する。
（２）奨励賞（Academic Encouragement Award）: 応募時４５歳未満の整形外科学分野の医師のうち、基礎・

臨床研究に優れた成果を示した研究者を対象とし、原則として両分野からそれぞれ最低１名に授与する。た
だし、年度４名以内とする。

（３）学術賞（Academic Achievement Award）: 受賞の年の４月１日現在４５歳以上の整形外科学分野の医師
のうち、多年にわたる研究により整形外科学の発展に顕著な貢献をした者（年度４名以内）に授与する。な
お、その業績は国際的にも十分に評価し得るものであることとする。研究業績は個人の研究成果だけではな
く、所属施設の研究チームにおいて、顕著な指導性を発揮したことも重要な要素とする。

（４）学会賞（Award for the Development of JOA）：受賞の年の４月１日現在６７歳以上の整形外科学分野の
医師のうち、多年にわたる教育・医療・社会的啓発等の活動により整形外科学の発展、日整会の運営に顕著
な貢献をした者（年度２名以内）に授与する。なお、その活動業績は社会的に評価されているものが望ましい。

（５）特別学術会員賞 （The extraordinary members acting as academic consultant for JOA）：広く整形外科領
域において世界的に優れた業績を挙げた研究者を褒賞するとともに、その研究者から今後の学会活動につい
て助言をいただくことを目的にこの賞を定める。本賞受賞者は受賞後、日整会の活動に対して理事長の求め
に応じて助言等の活動を行うことができる。また、日整会は本賞受賞者に対して、助言等の活動が円滑に行
われるように一般会員と同様の学会活動を可能とする便宜を提供する。期間については個別に定めるものと
する。

（６）JOS Best Paper Award：Journal of Orthopaedic Science （JOS） 掲載の原著論文から優秀論文（５篇以内）
を選考し、JOS Best Paper Award として毎年表彰する。当該優秀論文は受賞の前年の JOS No. １〜６に掲載
されたものの中から選考される。

 （基準等）
第３条　各賞の候補者基準等を、次のように定める。
（１）功労賞の候補者基準は、別表１に定めるとおり。
（２）奨励賞の候補者選考要領は、別表２に定めるとおり。
（３）学術賞の候補者選考基準及び選考資料は、別表３に定めるとおり。
（４）学会賞の候補者選考基準及び選考資料は、別表４に定めるとおり。
（５）特別学術会員賞の選考基準は、別表５に定めるとおり。
（６）JOS Best Paper Award の選考要領は、別表６に定めるとおり。

（推薦等手続）
第４条　各賞の候補者推薦等手続は、次のとおりとする。
（１）功労賞の候補者推薦は、理事、監事又は全国大学整形外科主任教授（主任教授に相当する者を含む。）の

いずれかがあらかじめ推薦を受ける者の意思を確認した上、別に定める推薦書（別紙様式１）及び申請書（別
紙様式２）により理事長に推薦する。

（２）奨励賞の候補者は公募により求める。
（３）学術賞の候補者推薦は、理事、監事又は日整会学術総会会長、日整会基礎学術集会会長、日整会骨・軟部

腫瘍学術集会会長（以下「学術集会会長」という。）若しくは全国大学整形外科主任教授（主任教授に相当
する者を含む。）のいずれかが別に定める推薦書（別紙様式３）及び申請書（別紙様式４）により理事長に
推薦する。

（４）学会賞の候補者推薦は、理事長の諮問を受けた学会賞選考委員会が候補者を選考の上理事長に推薦する。
（５）特別学術会員賞の候補者推薦は、理事長が理事会の決議を得て推薦するものとする。
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（選考）
第５条　各賞の候補者を選考するため、各賞ごとに選考委員会を設置する。
２　各選考委員会の構成等は、次のとおりとする。
（１）功労賞選考委員会
　　　イ　委員会は、理事長が指名する理事５名で構成する。ただし、推薦者は委員になることができない。
　　　ロ　委員長は、委員の互選とする。
　　　ハ　委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。
　　　ニ　委員会は、前条第１号の候補者から功労賞候補者を選考し理事長に具申する。

（２）奨励賞選考委員会
　　　イ　委員会は、理事長が指名する理事２名及び当該理事が理事長の同意を得て指名する理事以外の者８

名で構成する。
　　　ロ　上記イの理事が、会務を総理する。
　　　ハ　委員の任期は、原則として２年とする。
　　　ニ　委員会は、前条第２号の応募者から奨励賞候補者を２次にわたって選考し理事長に具申する。

（３）学術賞選考委員会
　　　イ　委員会は、理事、監事、学術集会会長又は代議員の中から、理事長が指名する者７名で構成する。

ただし、委員は推薦者又は被推薦者になることができない。
　　　ロ　委員長は、委員の互選とする。
　　　ハ　委員の任期は、１年限りとする。
　　　ニ　委員会は、前条第３号の候補者から学術賞候補者を選考し、３月末日までに理事長に具申する。

（４）学会賞選考委員会
　　　イ　委員会は、理事、監事、学術集会会長又は代議員の中から、理事長が指名する者７名で構成する。

ただし、委員は前条第４号の候補者になることができない。
　　　ロ　委員長は、委員の互選とする。

　　　　ハ　委員の任期は、１年限りとする。
　　　　ニ　委員会は、学会賞候補者を選考し、３月末日までに理事長に具申する。
（５）特別学術会員賞選考委員会

　　　　イ　委員会は、褒賞委員会から５名の選考委員の推薦を得て ､ 理事会で決定する。
　　　　ロ　委員長は、委員の互選とする。
　　　　ハ　委員の任期は、１年限りとする。
　　　　ニ　委員会は、前条第５号の候補者から特別学術会員賞候補者を選考し、３月末日までに理事長に具申

する。
（６）JOS Best Paper Award 選考委員会

　　　　イ　委員会は JOS Editor-in-Chief、日整会誌編集委員会担当理事・委員長から５名の選考委員の推薦を
得て、理事会で決定する。

　　　　ロ JOS Editor-in-Chief が、会務を総理する。
　　　　ハ 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。

 （受賞者の決定）
第６条　理事長は、前条第２項の各選考委員会から具申された各賞候補者について、理事会の決議を得て受賞者

を決定する。ただし、奨励賞受賞者の決定は、学術総会開催日の４か月前までに行なうものとする。

 （表彰等）
第７条　理事長は、各賞受賞者を公示し、これを社員総会において表彰するものとする。
２　奨励賞受賞者については、理事長は前項のほか、学術総会会長にこれを通知し、学術総会において発表の機

会を与えるよう依頼するものとする。
３　表彰の内容は、次の各号に定める事項を基本とし、その他の事項は理事会で決定する。
（１）各賞とも、賞状を贈る。
（２）功労賞、学術賞及び学会賞には、副賞として記念品を贈る。
（３）奨励賞には、副賞として奨励金（源泉徴収後５０万円）を贈る。
（４）JOS Best Paper Award には、副賞として奨励金（源泉徴収後２０万円）を贈る。
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 （改廃）
第８条　この規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

附　則　この規則は、平成１３年１月１８日から実施する。
附　則　この規則は、平成１４年１１月１４日から施行する。
附　則　この規則は、平成１５年４月３０日から施行する。
附　則　この規則は、平成１６年７月１４日から施行する。
附　則　この規則は、平成１７年１月２０日から施行する。
附　則　この規則は、平成１８年１２月１４日から施行する。
附　則　この規則は、平成２２年４月２８日から施行する。
附　則　この規則は、平成２５年２月１４日から施行する。
附　則　この規則は、平成２５年９月１９日から施行する。
附　則　この規則は、平成２７年２月１９日から施行する。
附　則　この規則は、平成２７年６月１８日から施行する。
附　則　この規則は、平成２７年１２月１７日から施行する。
附　則　この規則は、平成２９年３月１６日から施行する。
附　則　この規則は、令和４年１２月１５日から施行する。
附　則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。



— 42 —
Copyright © The Japanese Orthopaedic Association. All rights reserved.

別表１

功労賞候補者基準

候補者基準を次のように定める。

１.　次のうちいずれかを満たす者は、候補者とすることができる。
１）日整会の役員を務めた者
２）日整会の各種委員会委員長を務めた者

２.　次のうち３項目を満たす者は、候補者とすることができる。
１）日整会の代議員（旧評議員）を２期以上務めた者
２）整形外科（関節リウマチ、リハビリテーションを含む）に関する全国規模の学会（研究会）を会長として

主催した者（正会員１，０００名以上の学会（研究会）で、概ね５００名以上の参加者のあった学会を担当
した者）

３）日整会学術集会において教育研修講演を担当した者、シンポジウム、パネルディスカッションの座長又は
講師を務めた者

４）日整会専門医試験委員会委員（出題委員、口頭試験委員は除く。）、中央・地区資格認定委員会委員を務め
た者

５）各種委員会委員・アドバイザーを２期以上務めた者
６）医療・福祉・保健機関又は中央省庁等において整形外科活動を積極的に行い、功労のあった者（功労のあっ

た者とは、次の何れかに該当する者）
① 公立医療機関（国立の医療機関または労働福祉事業団、独立行政法人、公益法人又は共済組合が開設者

である医療機関を含む。）の院長若しくは副院長（副院長は５年以上）
② 療育施設の施設長又は副施設長（副施設長は５年以上）
③ 保健所長又は保健センター長を５年以上務めた者
④ 中央省庁等の審議会委員長又は委員、班会議委員長を務めた者
⑤ ３００床以上の病院の院長、副院長を務めた者（副院長は５年以上）

　７）叙勲、日本医師会長表彰、大臣表彰、知事表彰又はこれに準ずるものを受けた者
　８）全国規模の整形外科医の団体役員又は都道府県規模の整形外科医の団体の会長を務めた者
　９）都道府県医師会会長を務めた者
３．その他、理事長が特別に推薦するもの。
４．第１項から前項までの規定にかかわらず、名誉会員は候補者とすることができない。
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別表２

奨励賞候補者選考要領

候補者選考要領を次のように定める。

１．理事長は、奨励賞の公募を日本整形外科学会雑誌で行なう。
２．応募の締め切りは、毎年会告で定める日（６月末頃）までとする。
３．応募の対象論文は応募締め切り前２年以内に刊行された論文とする。掲載を受諾されたものも含む。なお、

応募論文は、国内外の他の学会において同様の趣旨の賞を受賞したもの、あるいは応募中のものはその旨を
必ず記載すること。臨床研究、基礎研究の両分野においてそれぞれ別枠で選考を行う。

４．参考資料として過去の研究歴を知るために業績目録並びに代表的論文別刷の提出を求める。代表的論文は選
考の際に副論文として審査対象となるので、業績目録の当該論文には○印を付けること。

５．上記３、４の資料をもとにして、第１次選考（書類審査）を行う。
６．その後、第２次選考として第１次被選考者に直接発表の機会を与え、質疑応答の上、委員会での選考を行い、

最終候補者の決定を行う。
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別表３

学術賞候補者選考基準及び選考資料

候補者選考基準及び選考資料を次のとおり定める。

１．候補者数
　　　候補者数は４名以内とする。
２．選考基準
　（１）学術的評価項目：
　　１）主要学術論文１０篇及び業績目録（論文業績のリスト）
　　２）所属研究チームにおける顕著な指導性を示す記載

(peer reviewed journal における corresponding author, second author, last author など )
　　３）獲得研究費（筆頭のみ）（文部科研費、厚労科研費など）
　　４）受賞歴（内外の権威ある賞に限る）
　　５）学術活動が国際的に広く認知され高く評価されていること（国際学会における招待講演、教育講演など）
　　６）日整会各学術集会における特別講演、教育研修講演、シンポジウム等の実績
　　７）日整会各学術集会又は整形外科関連の国際学会の会長歴
　　８）研究に関わる特許
　（２）その他（学術の進歩、社会に大いに貢献した業績）
　（３）学術賞、学会賞受賞歴のあるものは除く
３．選考資料
（１）必要書類

　　１）略歴（学歴、職歴、主な兼職を含む。）
　　２）研究内容（１，６００字以内）
　　３）資格等（学位記、専門医資格等）
　　４）主要論文１０篇（別刷各１部を添付する。）
　　５）業績目録：主要論文１０篇に○印を付した論文業績のリスト

First author の場合は太い下線、corresponding author, second author, last author の場合は下線を引く
　　６）２．（１）の３）〜８）、および（２）に関わる記載（書式自由）
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別表４

学会賞候補者選考基準及び選考資料

候補者選考基準及び選考資料を次のとおり定める .

１．候補者数
　　毎年、候補者数は２名以内とする。
２．選考基準
 （１）整形外科発展に対する貢献：整形外科分野への多大な貢献、国内外での整形外科の普及・認知活動などに

携わり、整形外科医療の普及・進歩に著しい貢献が認められ、その活動を通して社会に大いに貢献した業績
があるもの

 （２）日整会役員歴、３学術集会会長歴のあるもの、JOS Editor-in chief とその経験者、その他２．（１）の要件
を満たすと認められるもの

　（３）学術賞、学会賞受賞歴のあるものは除く
３．選考資料
 （１）日整会への貢献（役員、各種委員会委員長・委員等）に関する資料
 （２）日整会各学術集会又は整形外科関連の国際学会の会長歴
 （３）日整会各学術集会における特別講演、教育研修講演、シンポジウム等の実績
 （４）研究歴
 （５）受賞歴（社会活動に対する褒賞を含む。）
 （６）その他（学術の進歩、社会に大いに貢献した業績）
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別表５

特別学術会員賞選考基準

１．既に世界的に注目される学術的貢献が認められること。
２．整形外科関連領域にも著しい波及効果が期待できる領域の研究者であること。
３．この研究者からの学術的助言が学会活動を通して会員に裨益すると考えられること。
　　委員会で選考の後、理事会、総会の議を経て決定する。
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別表６

JOS Best Paper Award 選考要領

JOS Best Paper Award の選考は以下の手順により行なう。

１．JOS Associate Editor が論文査読の際に以下の評価基準を参考にし ､ 受賞の候補論文たり得るかを１００点満
点で評価し Editor-in-Chief に連絡する。

２．候補論文は Associate Editor による評価を参考とし、日整会誌編集委員会と JOS Best Paper Award 選考委員
会が審査する。選考委員会の審査結果をもとに、日整会誌編集委員会担当理事・委員長と Editor-in-Chief の
合議で決定する。

３．５篇以内の JOS Best Paper Award 該当論文を、毎年１月末までに理事長に具申する。
４．理事長は、具申された該当論文について、理事会の議を経て受賞者を決定する。
５．定時社員総会において表彰を行い、賞状、副賞を授与する。
６．本賞受賞歴のある者が筆頭著者である論文は選考対象としない。

【評価基準】
・Value of investigation 研究の価値
・Scientific impact 科学的インパクト
・Translational usefulness 研究の橋渡し的意義
・Clinical advantages 臨床的意義
・Originality of problem 課題の新規性
・Validity/appropriateness of methods  研究方法の確かさ・適切性
・Discussion of assumption/limitations  仮定の議論
・Review and synthesis of the literature  文献の総合的なレビユー
・Organization  テキスト構成
・Clarity of text, tables, graphs, and illustrations  テキストや図表の 明晰性
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（様式１）

令和　　年度　日本整形外科学会 功労賞 候補者推薦書

令和　　年　　月　　日

　公益社団法人日本整形外科学会
　　理 事 長　殿

推薦者　氏　名　　　　　　　　　　　印

日本整形外科学会功労賞候補者として、下記の者を推薦いたします。

記

　　　　　候補者氏名

　　　　　所属機関等

推薦理由



— 49 —
Copyright © The Japanese Orthopaedic Association. All rights reserved.

（様式２）No. １／２
令和　　年度　日本整形外科学会 功労賞 申請書

フリガナ       生年月日　　　　　　　　　　　　 入会年度

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日生（　 　歳）
　　　　　　　　　　　　　　　　（男・女）  　　　　　　　　　　　　   
所属機関   　　　　　　　　　　所属機関

職名     　　　　　　　自宅　　

略歴（学歴・職歴・主たる兼職等）

基準 1-1）、2）  理事・監事      期間
役員・委員長等　　　 委員長（委員会名）     期間
    　　　　
基準 2-1）
代議員（旧評議員）

基準 2-2）　　　　　　　　学会名　　　　（会員数）　　　　　　　　期日　　　　　　参加者数
主催学会・研究会　　１.
　　　　　　　　　　２.
　　　　　　　　　　３.

基準 2-3）　　　　　　　　学術集会名　　　演題　　　　　　　　　期日　　　　　　
日整会学術集会　　　１.
教育研修講座　　　　２.
　　　　　　　　　　３.

基準 2-4）　　　　　　　　委員会名　　　　　　　　　　　　　　　期間　　　　　　　
専門医試験委員会　　１.
資格認定委員会　　　２.

基準 2-5）　　　　　　　　委員会名　　　　　　　　　　　　　　　期間　　　　　　　
各種委員会委員・　　１.
アドバイザー　　　　２.
　　　　　　　　　　３.　　　　　

 住所

TEL
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（様式２）No. ２／２

基準 2-6）　　　　　　医療機関・保健所・審議会等名称　　　職名　　　　　　　期間
医療機関等における　　
整形外科活動　　　　
　　　　　　　　　　

基準 2-7）　　　　　　叙勲・表彰等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日
叙勲・表彰等

　　　　　　　　　

基準 2-8）　　　　　　団体役員・会長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間　　　　
団体役員・会長

基準 2-9）　　　　　　医師会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間　　　　
都道府県医師会会長

その他参考となる事項・特記すべき事項
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（様式３）

令和　　年度　日本整形外科学会 学術賞 候補者推薦書

年　　月　　日

　公益社団法人日本整形外科学会
　　　理　事　長　殿

推薦者　氏　名　　　　　　　　　　　㊞

日本整形外科学会 学術賞 候補者として、下記の者を推薦いたします。

記

  候補者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　

  所属機関等　　　　　　　　　　　　　　　　　　

推薦理由：

Ａ４判
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（様式４）

令和　　年度　日本整形外科学会 学術賞 申請書

フリガナ     　生年月日　　　　年　　  月　　  日　    歳

氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　  （男・女）  　　　　　　　　　　　　   年度　入会
所属機関   　　　　　　　　〒

　職名     　　　　　　　　　　　　　TEL. （　　　-　　　-　　　）

１）略　歴（学歴、職歴、主な兼職を含む）

２）研究内容（１６００字以内）

 所在地
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　３）資格等（学位記、専門医資格等）

　４）主要論文１０篇（別刷各１部を添付）

　５）業績目録：主要論文１０篇に○を付した論文業績のリスト（First author の場合は太い下線、
corresponding author、second author、last author の場合は下線を引く）

　６）獲得研究費（筆頭のみ）（文部科研費、厚労科研費など）

　７）受賞歴（内外の権威ある賞に限る）
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　８）学術活動が国際的に広く認知され高く評価されていること（国際学会における招待講演、教育
講演など）

　９）日整会各学術集会における特別講演、教育研修講演、シンポジウム等の実績

　１０）日整会各学術集会又は整形外科関連の国際学会の会長歴

　１１）研究に関わる特許

　１２）その他（学術の進歩、社会に大いに貢献した業績）

Ａ４判
各項目とも余白不足の場合は、別紙添付で結構です。
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公益社団法人日本整形外科学会委員会規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４８条第４項に基づき、

委員会に関する組織 ･ 運営等について定めることを目的とする。

（種別）
第２条　委員会の種別は、次のとおりとする。
（１）常置委員会：会務執行のために常設のものとして設置されるもの
（２）特別委員会：会務執行上特別の事案等に対処するため時限的に設置されるもの

 （設置及び改廃）
第３条　常置委員会の設置・改廃は、理事長または理事３名以上（連名）の設置目的等を明記した提案により、

理事会の決議を経て決定する。　
２　特別委員会の設置は、理事長又は副理事長が設置目的・期間等を明確にした提案により、理事会の決議を経

て決定する。ただし、理事長は、設置期間内であっても目的を達成したものについては理事会の決議を経て
廃止することができる。

（委員及び構成）
第４条　委員会の委員は、理事長の提案により、理事会の決議を経て決定する。
２　前項の提案に当たっては、広く会員の総意を求めるよう、原則として職域・地域等に片寄らない適正な委員

構成としなければならない。
３　委員は、正会員とし、日整会役員又は学術集会長がそれを兼任することができない。
４　委員会には、委員の互選により委員長を置く。その任期中に委員の構成に半数以上の異動がある場合には、

速やかに互選を行わなければならない。
５　委員会には、委員長の職務を代行させるため、委員長の指名により副委員長を置くことができる。
６　委員会には、担当理事又は委員長の進言により理事会の決議を経て、原則として２名以内のアドバイザー又

は臨時アドバイザーを置くことができる。
７　委員長は、原則として２個以上の委員会の委員長を兼任することができない。
８　アドバイザーは、原則として２個以上の委員会のアドバイザーを兼任することができない。
９　委員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、連続４年を超えることができない。また、欠員により補

充された委員の任期は、前委員の残任期間とする。
１０　アドバイザーの任期は、１年以内とし再任を妨げない。
１１　委員長、委員又はアドバイザーの委嘱は、理事長から委嘱状（別紙様式１）により行う。

（職務）
第５条　委員会は、理事会から諮問された事項について、迅速かつ専門的に審議し、その結果を理事会に答申し

なければならない。
２　緊急性等特別の事由がある案件については、自発的に審議し、その結果の事由を付して理事会に報告し承認

を受けなければならない。

 （会議）
第６条　委員長は、前条の職務を遂行するため委員会を招集し、その議長となる。
２　委員会は、委員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
３　前項において、担当理事が、委員等の全員が電磁的方法（Web 会議等）による意思表示が可能であると認め、

かつ電磁的方法による委員会開催が適当であると認めた場合には、委員長は電磁的方法により委員会を招集
し、議事を開き議決することができる。

４　委員会の決議は、出席委員の３分の２以上の多数を必要とする。
５　委員会には、当該委員会の担当理事の出席を必要とする。
６　案件の内容が、２個以上の委員会にまたがる場合は、理事長の判断により合同の委員会を開くことができる。
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 （委員の交代等）
第７条　委員は、２年ごとに概ね半数の委員を交代させる。
２　前項の場合には、各委員会は交代委員数の２倍の委員候補者を選び、そのリストを理事長に提出する。
３　理事長は、新委員の選任に当たり前項の委員候補者リストを参考にし、第４条第２項の趣旨に則り原則とし

て２個以上の委員会にまたがることがないよう選任しなければならない。ただし、委員候補者リストに拘束
されるものではない。

４　理事長は、前項の選任結果をもって第４条の規定に従い新委員の委嘱を行う。
５　新委員が決定するまでは、旧委員会がその職務を行う。
６　初回委員会の招集及び議長は、委員長が選出されるまで各委員会の担当理事が行う。

（旅費等）
第８条　委員等が委員会に出席するために要する費用等の負担に関しては、次のとおりとする。
（１）旅費（原則として委員会に出席するための往復の運賃）
（２）宿泊費（宿泊を必要とする場合）
（３）災害に関する補償（日整会規定による）
（４）その他理事長が特に必要と認めるもの。

（記録）
第９条　委員長は、委員会の議事内容を記載した文書（議事録等）を作成し、速やかに理事長に提出しなければ

ならない。

（年次報告）
第１０条　委員長は、年度内にその年度の委員会の活動を要約した当該委員会年次報告（別紙様式２）を理事長

に提出しなければならない。

（委員会事務）
第１１条　委員会に関する事務は、日整会事務局において行う。

（補　則）
第１２条　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。

附則
１　この規則制定時に活動中の委員会（委員等を含む。）は、この規則により設置されたものとする。
２　この規則は、平成２３年７月１３日から施行する。

附則
　　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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（様式１）

委　嘱　状

　　　　　　　殿

本学会は貴殿に　　　　　　委員会　　　を
委嘱いたします。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　公益社団法人　日本整形外科学会
　　　　　　理事長
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（様式２）

○○○○○○　委員会

担当理事　○○　○○
委  員  長　○○　○○

以下記事（原稿用紙４枚以内） 
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公益社団法人日本整形外科学会倫理委員会規則
（目的）
第１条　本規則は、ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（文

部科学省・厚生労働省）」（以下「倫理指針」という。）等に準拠し、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日
整会」という。）倫理委員会（以下「委員会」という。）の任務、組織等について定めることを目的とする。

（任務）
第２条　委員会は次の各号に掲げる事項を任務とする。
（１） 医の倫理及び規範に関する事項の審議
（２） 日整会が実施する調査・臨床研究の倫理審査
（３） 教育、研究及び医療行為とそれらに係わる活動により生じた倫理上の問題に関する事項の審議
（４） 研究・医療倫理についての研修及び教育
（５） 研究・医療倫理についての情報収集及び日整会会員への周知
（６） その他倫理に関する必要な事項の審議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（委員等）
第３条 　委員会は、次の各号に掲げる５名以上１０名以内の委員で組織する。なお、以下の２号及び３号に規

定する委員は、同一人でないこととし、日整会会員以外の外部の者とする。
（１）　整形外科学領域に関し経験、識見が豊な正会員　２名以上８名以内 
（２）　倫理学・法律学の専門家等及び人文・社会科学の有識者　２名以内
（３）　一般の立場から意見を述べることのできる者　２名以内
（４)　１から３号の委員は、男女両性で構成されていること。
（５）　そのほか、理事長が特に必要と認めた者

２　委員の任期は２年とし再任を妨げない。
３　委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。　　　　
４　委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。委員長は副委員長を指名する。
５　委員会の委員及びその事務に従事する者は、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得す

るための教育・研修を受けなければならない。

 （委員会等）
第４条　 委員長は、委員会を招集し、その議長となるとともに委員会の業務を総括する。
２　委員長に事故あるときは、副委員長がこれを代理する。
３　委員会の開催は、出席委員の構成が前条第１項に規定する要件を全て満たし、かつ、委員の３分の２以上の

出席を要するものとする。
４　委員会の決議は、全会一致（出席委員全員の合意）を原則とする。審議を尽くしても全会一致に至らない場合、

投票により判定することができる。投票においては、出席委員の３分の２以上の同意をもって決する。その
場合には、少数意見を議事録に記録する。

５　委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見を聞くことができる。

（倫理審査方法）
第５条　委員会における倫理審査は、順守すべき倫理指針に基づき、倫理的かつ科学的観点からその適正性を審

査する。また、研究者の利益相反 (COI) についても該当研究に関する情報を収集し、中立かつ公正に審査を行
うものとする。

２　臨床研究に対する倫理審査は、理事長からの諮問により、臨床研究代表者が理事長に提出する臨床研究倫理
審査申請書（様式 1-1）により行う。承認後の計画に変更がある場合には、変更審査申請書（様式 1-2）によ
り届け出るものとする。

３　委員は、自身が研究代表者、責任者又は実施者である審査事項については、当該申請の審査に関与しないも
のとする。

４　計画する臨床研究が倫理審査対象外の場合には、臨床研究実施登録書（様式 1-3）を理事長に届け出るもの
とする。理事長は、必要に応じて、倫理委員会の意見を聴き、必要な対応をとらなければならない。
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５　審査結果は、研究に関する指示・決定通知書（様式 2-1）により理事長に報告する。
６　理事長は、委員会からの答申に基づき、申請書の承認又は非承認について、指示・決定通知書（様式 2-2）

により申請者に対し通知するものとする。

（委員等の守秘義務）
第６条　委員会委員、理事長及びその事務に従事する者は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはな

らない。その職を辞した後も、同様とする。

（審査資料の保管等）
第７条　理事長は、委員会が審査を行った研究に関する審査資料を、研究終了の報告日から５年を経過した日ま

での期間、適切に保管・保存しなければならない。

（開催状況等の公表） 
第８条　理事長は、委員会の規則と委員構成を公表すると同時に、１年に１回委員会の開催状況とその概要を公

表しなければならない。
ただし審査の概要のうち研究対象者等若しくはその関係者の人権又は権利利益の保護のため非公開とする蓋
然性を有するものと委員会が判断したものについては、この限りではない。

（調査の権利）
第９条　委員会は、当該研究の科学的・倫理的・COI に関する適正性及びその結果の信頼性に関する調査を行う

権利を有し、理事長はその調査に協力しなければならない。また、上記に疑義が生じた場合には、速やかに
理事長に報告しなければならない。

（迅速審査） 
第１０条　以下のいずれかの条件を満たす審査については、委員長が指名する委員によって審議を行い、これに

基づいて結果を報告することができる。ただし、その結果については全ての委員に報告するものとする。
（１）他機関との共同研究であり、研究計画書全般について当該研究機関の委員会において実施の適正性が既に

承認されている案件の審査
（２）研究計画書の軽微な変更に関する審査
（３）侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
（４）軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査

（他の施設が実施する研究に関する審査）
第１１条　日整会の主導する他機関との共同研究において委員会のない機関が参加する場合、当該施設に代わっ

て代理倫理審査を行うことができる。
また、日整会の主導する他機関との共同研究において代理倫理審査を他の機関でおこなった場合、その後に
発生する計画変更の審査や継続審査を委員会で行うことができる。その際、記録等により前回審査の結果を
確認する。

（研究の報告）
第１２条　研究代表者は、研究を終了又は中止したときは、当該研究の結果を、臨床研究報告書（様式 3）により、

理事長及び倫理委員会へ報告しなければならない。

（雑則）
第１３条　本規則に定めるもののほかは、日整会委員会規則の定めるところによる。
２　この規則は、理事会の決議を経て改正することができる。

附則　この規則は、平成１６年５月１９日から施行する。
附則　この規則は、平成１９年４月３０日から施行する。
附則　この規則は、令和２年１月２３日から施行する。
附則　この規則は、令和２年９月１７日から施行する。
附則　この規則は、令和４年３月１７日から施行する。
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附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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様式 1-1
　　年　　月　　日

臨床研究倫理審査申請書

公益社団法人日本整形外科学会 理事長 殿

公益社団法人日本整形外科学会       
臨床研究実施組織　　　　　　　　　　　

担当理事　　　　　　　　　　　
臨床研究代表者　　　　　　　　　　　

下記のとおり、臨床研究を実施したいので倫理審査をお願いします。

記

受付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局記入）

（1）臨床研究課題名

（2）臨床研究代表者名（研究組織として行う場合は組織名も記入すること）
（所属機関）

（3）臨床研究責任者名（臨床研究代表者と異なる場合に記入すること）
　　　 （所属機関）

（4）臨床研究分担者名
（所属機関）

（5）臨床研究期間
　　　　　　　　　　 　 年　 　 月　 　 日 〜 　　　 　 年　 　 月　 　 日

（6）添付資料　（添付内容を□にチェック）
　□　研究計画書
　□　研究説明書
　□　同意書
　□　その他（調査票等必要書類）
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様式 1-2
　　年　　月　　日

審査変更申請書

公益社団法人日本整形外科学会 理事長 殿

公益社団法人日本整形外科学会       
臨床研究実施組織　　　　　　　　　　　

担当理事　　　　　　　　　　　
臨床研究代表者　　　　　　　　　　　

下記のとおり、臨床研究を変更したいので審査をお願いします。

記

承認番号

（1）臨床研究課題名

（2）変更の概要

（3）変更の理由

注意事項　 変更部分の新旧対照表又は研究計画書等の変更部分にアンダーラインを引いたもの 
など変更箇所及び変更内容が分かる書類並びに変更後の研究計画書等を添付すること
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様式 1-3
　　年　　月　　日

臨床研究実施登録書

公益社団法人日本整形外科学会 理事長 殿

公益社団法人日本整形外科学会       
臨床研究実施組織　　　　　　　　　　　

担当理事　　　　　　　　　　　
臨床研究代表者　　　　　　　　　　　

下記のとおり、倫理申請の必要のない臨床研究を実施したいので登録をお願いします。

記

受付番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局記入）

（1）臨床研究課題名

（2）臨床研究代表者名（研究組織として行う場合は組織名も記入すること）
 （所属機関）

（3） 臨床研究責任者名（臨床研究代表者と異なる場合に記入すること）
 （所属機関）

（4） 臨床研究分担者名（全員記載すること）
 （所属機関）

（5） 臨床研究期間
 　　　　年　　月　　日〜　　　　年　　月　　日

（6）倫理手続きが不要の研究（該当を□にチェック）

□　 法令の規定により実施される研究
□　 法令の定める基準の適応範囲に含まれる研究
□　 研究用として広く利用され一般に入手可能な試料・情報、既に匿名化されている

情報を用いた研究
□　 既に匿名化されている情報（特定の個人を識別することができないものであって、

対応表が作成されていないものに限る）を用いた研究
□　 既に作成されている匿名加工情報又は非識別加工情報を用いた研究
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（7）研究の概要
( 研究方法、特に匿名化の有無、データ管理について、具体的に記載してください。)

事務局記入欄
＜指示事項（理事長→倫理委員会）ありの場合＞
倫理委員会　確認　（済：　　　　年　　月　　日）

備考

※ 本提出内容からは、倫理申請の必要の是非を判断することができない場合には、倫理委員会か
ら申請者へ研究内容の確認を行う場合がある。

※研究内容によっては、本学会での倫理申請の実施が必要になる場合がある。

※「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」を参照すること。

※倫理申請が必要か否かの判断ができない場合には、本登録書を提出し理事長の判断を仰ぐこと。
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様式 2-1
　　年　　月　　日

審議結果報告書

公益社団法人日本整形外科学会 理事長 殿

公益社団法人日本整形外科学会倫理委員会       
委員長　　　　　　　　　　　

下記のとおり、本学会倫理委員会での審議結果を報告します。

記

受付番号

臨床研究課題名

臨床研究代表者名
（所属機関）

審議事項
□　研究実施の可否
□　研究継続の可否
□　研究実施計画書の変更の可否
□　重篤な有害事象や逸脱の発生の状況確認と継続の可否
□　その他（　　　　　　　　　　　　　）

審議結果
　　　　　□承認可
　　　　　□条件付き承認可（条件　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　□承認不可
　　　　　□保留

指示事項

備考
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様式 2-2
　　年　　月　　日

指示・決定通知書

　　　　　　 殿

公益社団法人日本整形外科学会       
理事長　　　　　　　　　　　

下記のとおり、本臨床研究について、下記の通り決定したので通知します。

記

臨床研究課題名

臨床研究代表者名
 （所属機関）

承認番号

審議結果
□　承認
□　条件付き承認（条件：　　　　　　　　　　　）
□　非承認
□　保留

指示事項

備考
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日本整形外科学会雑誌 依頼原稿執筆要項

はじめに

　日本整形外科学会雑誌は，整形外科卒後教育に資することを目的に，日本整形外科学会 3 学術集会の教育研修
講演・シンポジウム・パネルディスカッションの演者の方々に，日整会誌編集委員会での審議を経て，論文原稿
を依頼するものである．総説論文の形式で寄稿していただき，整形外科学の高度かつ正確な最新情報を学会員に
提供することを意図している．教育研修講演のみならず，シンポジウム・パネルディスカッションからの寄稿者
にも自身の知見と共に十分な考察を加えて，幅広く教育的に寄稿論文が作成されることを期待するものである．
編集委員会委員による査読を行い，論文の加筆・訂正を求めることがあることを了承願うものである．

シンポジウム・パネルディスカッション

序文（日本語）：座長をされた先生が執筆．400 字 6 枚以内．
総説論文（日本語）
１．総説論文形式で執筆し，文献を含めて 400 字 20 枚以内．図表は１枚を 400 字として換算．カラー図表

も可能．特に組織顕微鏡写真，手術写真はカラー写真を希望．
２．表題頁には，日本語・英語のタイトル・所属・著者名・利益相反の開示と Key words（英語）3-5 個を記載する．
３．文献

　3 名以内の著者は全員記載し，4 名以上では初めの 3 名を記載し「他」，“et al.” を添える．文献の配列
は本文での引用順に並べ番号を付ける．同一著者の文献は年代順に記載する．本文中では上付きの番号
を付けて引用する．雑誌名の省略は，和文雑誌はその雑誌の正式のものを用い，英文雑誌は原則として
Index Medicus の略称に従う．文献記載の形式は以下の例に準じる．
１）雑誌

著者名（姓を先に）. 表題 . 誌名 発行年；巻数：頁 .
例） Justy M, Bragdon CR, Lee K, et al. Surface damage to cobalt-chrome femoral head prostheses. J Bone 

Joint Surg Br 1994; 76: 73-7.
山本博司．変革の時代に対応すべき整形外科治療．日整会誌 2004; 78: 1-7．

２）単行本
著者名（姓を先に）. 表題 . 書名 . 版 . 編者 . 発行地：発行者（社）；発行年 . 引用頁 .
例） Ganong WF. Review of medical physiology. 6th ed. Tokyo: Lange Medical Publications; 1973. p. 18-31.
Maquet P. Osteotomies of the proximal femur.  In: Reynolds D, Freeman M, editors. Osteoarthritis in the 

young adult hip. Edinburgh: Churchill Living-stone; 1989. p. 63-81.

寺山和雄．頚椎後縦靱帯骨化．新臨床外科全書 17 巻 1．伊丹康人編．東京：金原出版；1978. 
p.191-222.

４．用字・用語・度量衡単位
常用漢字（学術用語を除く）・新字体，新仮名遣いを用い，学術用語は「整形外科学用語集」，「医学用語辞
典（日本医学会編）」に準拠する．度量衡単位は SI 単位系を用いる．

教育研修講座・特別講演（日本語）

１．総説論文形式で執筆し，文献を含めて 400 字 30 枚以内．図表は合わせて 20 個以内．
２．表題頁，文献記載方法，用字・用語・度量衡単位については，上記シンポジウム・パネルディスカッショ

ンと同様．

利益相反の開示

　日本整形外科学会雑誌は，寄稿される論文の内容に影響を及ぼしうる資金提供，雇用関係，その他個人的な関
係を明示するよう求める．特に研究に対して受けた営利企業，各種団体からの支援（金銭，物品，無形の便宜を
含む）を開示することが必要である．研究内容に関わる場合は具体的に支援内容（資金，物品，人的提供，測定
など便宜供与の実態）を記載する必要がある．
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日本整形外科学会学術集会の抄録誌 投稿要項

１．日本整形外科学会学術総会，骨・軟部腫瘍学術集会，基礎学術集会，骨系統疾患研究会の抄録は，表題・
演者名・所属を除いて，日本語 800 字以内，英語 200 words 以内とする．

２．用字・用語・度量衡単位については，上記シンポジウム・パネルディスカッションと同様．
３．詳細は各学術集会演題募集要項，または各学術集会ホームページを参照すること．

著作権に対する日本整形外科学会雑誌の考え

　日本整形外科学会雑誌に掲載後の論文・講演原稿・抄録の著作権は，日本整形外科学会に帰属するものとします．
しかし，教育，研究，学術活動を目的に著者（共著者含む）が論文・講演原稿の全部，もしくは一部の複製を行
うことは，以下の附則を遵守することを条件に日本整形外科学会の許諾なしに認めます．ただし，第三者による
複製，商業活動・宣伝目的の複写には，日本整形外科学会もしくは日本整形外科学会が著作権の管理を委託した
機関の承認が必要です．

附則１：全体の複写は必ず表紙ページを含み，論文の表題，掲載雑誌名，巻数，ページ数が明示されねばな
らない．

附則２：図，表の使用はその出典が明示されねばならない．また，部分的な変更を加えた場合にも原図の出
典が明示される必要がある．

附則３：複写・転載が，第三者による商業活動・宣伝目的に相当するかどうかの判断は，日整会誌編集委員
会の判断によるものとする．

附則４：日整会誌編集委員会が，第三者による商業活動・宣伝目的に相当すると判断した複写・転載については，
所定の著作権使用料納入が必要である．

　日本整形外科学会雑誌は，学術集会抄録については原著論文とみなしません．著者（共著者）が教育，研究，
学術活動に全体または部分的に複製，再使用することについては無条件に許諾します．ただし，第三者による複製，
商業，宣伝目的の複写には日本整形外科学会もしくは日本整形外科学会が著作権の管理を委託した機関の承認が
必要です．

外部機関からの掲載依頼の扱い

　日本整形外科学会以外の機関からの記事掲載依頼があった場合には，日整会誌編集委員会が，掲載の可否や掲
載の形式を判断する．

平成１６年１月作成
平成１７年６月改定
平成２３年１２月改定
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公益社団法人日本整形外科学会専門医制度規則
 

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款（以下「定款」という。）

第５１条に基づき、同第４条第１項第５号の専門医の認定について定めることを目的とする。

（名称）
第２条　定款第４条第１項第５号に定める専門医のうち、この規則で定める専門医の名称は、整形外科専門医と

称し、英文では approved by the Japanese Orthopaedic Association（略称：AJOA）と表示する。

（定義）
第３条　整形外科専門医（以下「専門医」という。）とは、整形外科専攻医として研修課程を終了し、なおかつ

専門医試験に合格した医師をいう。
２　整形外科指導医とは、第９条に定める施設に勤務し、専門医の資格を１回以上更新し、なおかつ研修指導者

講習会を５年に１回以上受講している専門医をいう。

（委員会の設置）
第４条　この制度の運営のため専門事項を審議する機関として、「専門医・専攻医管理委員会」を置く。

（専門医申請資格）
第５条　専門医の認定を申請する者は、次の各条件を満たしていることを必要とする。
（１）申請時において４年以上引き続き正会員であること。
（２）本規則に定めた研修期間、研修内容、研修施設の研修条件を満たしていること。

（資格認定委員会）
第６条　専門医及び研修施設を審査するため資格認定委員会を地区及び中央に置く。地区に置く委員会を地区委

員会、中央に置く委員会を専門医資格認定委員会と称する。地区委員会で一次審査をし、さらに専門医資格
認定委員会で二次審査をして、その結果を理事長に報告する。

２　前項における地区の区分は、日整会代議員選挙および補欠代議員選挙規則（以下「代議員選挙規則」という。）
第３条を準用する。

３　地区委員会委員の定数は、各地区の実情に応じて、代議員選挙規則第５条に定める各地区定数の４分の１以
上２分の１以下の範囲とする。

（１）委員は、その地区の代議員の合議により選出し、理事長が委嘱する。 
（２）委員の構成は、原則として大学医学部の専任教職員が半数を超えないものとする。
（３）委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、連続３期を超えないものとする。
（４）委員長及び副委員長各１名を委員の互選により選出する。委員長は地区委員会を代表する。副委員長は

委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
（５）地区委員会の事務所は、地区委員会委員長のもとに置く。

４　各地区委員会の委員長及び副委員長をもって専門医資格認定委員会を組織する。
（１）専門医資格認定委員会は、委員長及び副委員長各１名を委員の互選により選出する。委員の構成は、原

則として大学医学部の選任教職員が半数を超えないものとする。委員長及び副委員長は専門医資格認定委員
会を代表し、その任期は２年とする。ただし、連続３期を超えないものとする。副委員長は委員長を補佐し、
委員長に事故あるときはその職務を代行する。

（２）専門医資格認定委員会の事務所（以下「事務所」という。）は、日整会事務所に置く。
５　地区委員に欠員が生じた場合は、第３項に従って補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

（研修期間）
第７条　専門医資格を得るための研修期間は、臨床研修期間を含め６年以上とする。この期間を証明する複数施

設の在籍証明書を必要とする。
２　臨床研修期間を除く研修期間のうち３年間は、複数の、第９条の手続で認定された複数の研修施設（以下「研

修施設」という。）において、専門医の指導の下で臨床研修することを必要とする。
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３　大学院学生の研修期間については、次の各号に定めるとおりとする。
（１）整形外科関連の基礎研究期間は、前項の３年間以外の研修期間の一部として認めることがある。その承

認のためには、大学院名、在学期間研究題目、指導教官名等を記載した大学院履修、中途退学、又は修了（学
位取得）証明書を提出しなければならない。

（２）臨床研究を行った在学期間については、研修施設における研修期間として認めることがある。その承認
のためには、前号に定める証明書及び当該期間内の研究内容に関する指導教官の報告書を提出しなければな
らない。

（研修内容等）
第８条　研修の内容は、別に定める「整形外科卒後研修ガイドライン」（整形外科研修記録内掲載）による。
２　前項に定めるもののほか、次の各号に定めるところにより全研修期間中に主発表者として１編以上の論文を

学術雑誌に掲載するとともに、主発表者として１回以上の学術集会での発表を行うことを必要とする。
（１）学術雑誌とは、日本整形外科学会雑誌（以下「日整会誌」という。）のほか、地区別専門雑誌、学会専門

医が編集委員等をつとめる医書出版社より発行される専門雑誌、大学医学部又は医科大学発行の学術雑誌及
びこれらに相当する外国の学術雑誌とする。そのほかに発表された論文についても地区委員会及び専門医資
格認定委員会の審査により同等とみなすことがある。

（２）学術集会とは、日本整形外科学会学術総会のほか、地区別専門学会及び日整会が主催又は後援する学術
集会及び研究会を含むものとする。そのほかの学術集会における発表も地区委員会及び専門医資格認定委員
会の審査により同等とみなすことがある。

３　所定の用紙を用いて、診療記録を作成する。これらは第１項の卒後研修ガイドラインに掲げられた研修内容
に該当する症例であることを必要とする。

４　研修期間中に、日整会が主催又は認定する教育研修講演を受講し、所定の手続きにより３０単位を取得する。
（１）教育研修講演受講に必須分野を設ける。
 ①　受講必須分野は１４分野とし、取得すべき単位数は次のとおりとする。

i  整形外科基礎科学 ２単位
ii 外傷性疾患（スポーツ障害を含む。） ２単位
iii  小児整形外科疾患（先天異常、骨系統疾患を含む。ただし外傷を除く。） ２単位
iv  代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む。） ２単位
v  骨・軟部腫瘍 ３単位
vi リウマチ性疾患、感染症 ２単位
vii  脊椎・脊髄疾患 ２単位
viii  神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む。） ２単位
ix  肩甲帯・肩・肘関節疾患 ２単位
x  手関節・手疾患（外傷を含む。） ２単位
xi  骨盤・股関節疾患 ２単位
xii 膝・足関節・足疾患 ２単位
xiii  リハビリテーション（理学療法 , 義肢装具を含む。） ２単位
xiv  医療倫理・医療安全、医療制度等 ３単位

 ②　v 骨・軟部腫瘍の単位は日整会が主催する骨・軟部腫瘍特別研修会で取得する。
５　研修期間中の全研修内容等を、所定の整形外科研修記録及び研修医手帳に記載する。
６　日整会誌ならびに Journal of Orthopaedic Science（JOS）を活用し、自主的に学習する。

（研修施設）
第９条　研修施設認定の条件は、以下の各号の要件を満たすものとする。ただし小児整形外科、骨・軟部腫瘍、

リハビリテーションの専門病院、障害児（者）専門医療施設等にあっては、第２号の要件を除外する。
（１）指導に当たる複数の専門医が常勤していること。又は専門医資格を１回以上更新している専門医が１名

以上常勤していること。このうち、１名は研修指導責任者の任に当たること。
（２）整形外科研修記録に掲げる術式の手術件数が年間１００例以上あること。
（３）日本整形外科学会が指定する調査研究に協力すること。特に、日本整形外科学会症例レジストリー（JOANR）

に参加すること。
（４）整形外科を標榜科目に含む病院であること。
（５）整形外科入院患者が平均２０名（年間）以上いること。
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（６）整形外科診療を適切に行い得るに十分な設備を有すること。
（７）検査室及び図書室並びに病歴の記録管理が整備されていること。
（８）施設長又はこれに準ずる者は、理事会から依頼されたアンケートに回答すること。
（９）研修指導責任者又はこれに準ずる者は、日整会が主催する研修指導者講習会に、５年間に１回以上出席

すること。
２　研修施設の申請は、施設長又はこれに準ずる者が行う。
３　申請には、研修施設認定申請書（別紙様式２）及び施設内容説明書を、地区委員会を経て専門医資格認定委

員会に提出する。
４　研修施設申請は、随時行うことができる。専門医資格認定委員会が適格と判断した施設の認定は理事長が理

事会の決議を得て行い、認定施設には施設認定証を交付する。
５　施設長又はこれに準ずる者は、診療内容の報告を所定の形式で１年ごとに行う。地区委員会又は専門医資格

認定委員会は２年ごとに再審査を行う。ただし、委員会が必要と認めた場合は、随時、診療内容の報告の再
提出を求め、査察、再審査を行うことができる。

６　前項の診療内容の報告において、第１項の要件に欠けることが判明した場合は、地区委員会又は専門医資格
認定委員会の判断により理事会の決議を得て研修施設認定が取り消される。

７　施設認定要件に変動が生じた場合は、施設長又はこれに準ずる者は直ちに専門医資格認定委員会に報告しな
ければならない。これにより専門医資格認定委員会が認定条件に欠けると判断した場合には、理事会の決議
を得て研修施設認定が取り消される。この場合は、施設認定証は速やかに返還しなければならない。

８　行使の目的で第３項及び第５項に関して虚偽申請又は虚偽報告を行ったことが、委員会で判明又は判断され
たときは、理事会の決議を得て研修施設認定が取り消され、３年間の申請の停止とする。

（専門医申請資格審査）
第１０条　審査は毎年１回行う。理事長は３か月前までに、申請受付期間と専門医試験の期日を日整会誌に公示

するものとする。
２　申請者は、次の各号に掲げる書類に理事会が定める審査料（書類審査料及び受験料）を添えて専門医資格認

定委員会に提出する。ただし、受領した書類審査料は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
（１）専門医認定申請書（別紙様式１） 
（２）履歴書 
（３）研修施設研修証明書及び非認定施設勤務証明書（整形外科研修記録内掲載） 
（４）診療記録［各例の記録は、①患者年齢、性別、職業等、②現病歴と既往歴、③申請者が診療開始後の現病

経過（実施した検査・診断・実施した治療及び治療開始後特定時点における転帰）を含む。］及び業績目録
（５）整形外科研修記録 
（６）研修医手帳 

３　申請書・証明書・業績目録等の提出書類の形式は、専門医資格認定委員会が作成し、理事会の承認を得て定
める。

４　地区委員会は申請内容について査察を行うことができる。

（専門医試験）
第１１条　専門医資格委員会が申請資格を有すると判定した者に対して専門医試験（以下「試験」という。）を行う。

試験の実施は理事長が行う。
２　試験の統括運営は、理事長の委嘱した専門医試験委員による専門医試験委員会が当たる。
３　試験は年１回、筆答及び口頭により実施する。
４　試験の最終的な合否判定は、専門医資格委員会が行う。
５　受験者には合否の最終決定のみを通知する。
６　試験に不合格であった者も、第５条の条件を満たせば次年度以降の申請資格を有する。

（専門医の認定登録）
第１２条　専門医資格委員会により専門医として適格と認められた者に対する認定と認定証の交付は、理事長が

理事会の決議を得て行う。
２　事務所に専門医登録簿を置き、必要な事項を記載する。
３　専門医の登録及び認定証の交付を受けようとする者は、理事会が定める登録料を納付しなければならない。
４　資格決定通知を発送してから１年以内に登録手続を終了しない場合は、資格決定は失効する。
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（専門医の資格継続）
第１３条　専門医の資格は、資格取得後５年ごとに行われる専門医資格の継続に関する審査（以下「継続審査」

という。）により適格と判定された場合継続される。
２　継続審査は、毎年１回行う。その手続は、次の各号に定めるとおりとする。
（１）申請受付期間は、日整会誌に公示する。
（２） 継続審査を申請する者は、前号の期間内に資格継続申請書（別紙様式４）に理事長が定める審査料を添え

て専門医資格認定委員会に提出する。ただし、受理した審査料は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
（３）継続審査は、申請に基づき、地区委員会又は専門医資格認定委員会がこれを行う。

３　継続審査の申請には、次の各号に定める基準により５年間５０単位の取得を必要とする。
（１）単位は、教育研修講演受講、学会参加及び論文等により取得できる。
（２）教育研修講演受講に必須分野を設ける .
　①　受講必須分野は１４分野とし、次のとおりとする .

i  整形外科基礎科学　　　　　　　　　　
ii  外傷性疾患（スポーツ障害を含む。）
iii  小児整形外科疾患（先天異常、骨系統疾患を含む。ただし外傷を除く。）
iv  代謝性骨疾患（骨粗鬆症を含む。）
v  骨・軟部腫瘍
vi  リウマチ性疾患、感染症
vii  脊椎・脊髄疾患
viii  神経・筋疾患（末梢神経麻痺を含む。）
ix  肩甲帯・肩・肘関節疾患
x  手関節・手疾患（外傷を含む。）
xi  骨盤・股関節疾患
xii  膝・足関節・足疾患
xiii  リハビリテーション（理学療法、義肢装具を含む。）
xiv  医療倫理・医療安全、医療制度等

　②　５年間で１４分野を各１回以上受講しなければならない。
　③　１日又は１学会で取得できる単位の上限等は別に定める。

（３）学会参加により単位を取得できる学会とその単位数は、次のとおりとする。
i　   日本整形外科学会学術総会    ８単位
ii　  日本整形外科学会基礎学術集会   ４単位
iii　 日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会  ２単位
iv　  東日本整形災害外科学会、北海道整形災害外科学会、東北整形災害外科学会、関東整形災害外科学
 会、中部日本整形外科災害外科学会、中国・四国整形外科学会、西日本整形・災害外科学会
 　　　　        　　　　　　　    ３単位
v  日本医学会総会     ５単位
vi  理事会が必要と認める学会については、理事会の決議を得て単位を付与する。 

 ①　日本整形外科学会学術総会に５年間に１回は出席しなければならない。
　②　学会参加で取得できる単位数は２０単位までとする .

（４）論文等については、以下の基準で単位を付与することができる。原則としてその研修活動が行われた翌
年度の地区委員会及び専門医資格認定委員会に申告し、その審査を経ることを必要とする。

　①　学術集会発表、学術論文については、主発表者に限り１年間に各１単位
　②　研修講演演者は１年間に１単位
　③　日本医師会生涯教育講座受講は１年間に１単位

４　専門医資格認定委員会により適格と認められた者に関する専門医資格継続の公示は、理事長が理事会の決議
を得て行う。

５　疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む。）等、やむを得ない事情により継続審査の申請ができない
場合は、理事長に継続審査の猶予を申請し、専門医資格認定委員会で審査する。猶予の申請は、継続審査申
請の時期とし、猶予申請書及び診断書又は長期海外出張（留学を含む。）証明書等を理事長に提出して行う。
猶予の期間は更新の年から１年とする。ただし、留学については事情を勘案し、猶予期間を延長することが
できる。
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（専門医資格の喪失及び再認定）
第１４条　専門医が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、専門医資格認定委員会及び理事会の決

議を得てその資格を喪失する。
（１）専門医としての資格を辞退したとき。 
（２）定款第８から第１０条の規定により会員としての資格を喪失したとき。 
（３）専門医としてふさわしくない行為があったとき。 
（４）第１３条に定める専門医資格の継続条件を満たさないとき。 

２　資格喪失者は登録簿から削除される。この場合認定証は速やかに返還しなければならない。
３　第１項第４号に該当する資格喪失者の専門医再認定については、次の各号に定めるところとする。
（１）資格喪失日から１年間に専門医資格継続要件を満たすか、新たに試験の筆答試験に合格することを必要と

する。なお、再認定された資格の期間は再認定日から４年とする。
（２）資格を喪失した年度の３月３１日までに、専門医再認定申請書（別紙様式５）及び不足分の単位を取得し

たことを証明する書類又は筆答試験合格通知書に理事長が定める審査料を添えて申請する。
（３）前号の申請は、地区委員会又は専門医資格認定委員会が審査する。認定は、第１３条に準じて行う。

（懲戒）
第１５条　次の各号のいずれかに該当する不正行為がみられた場合に、所定の手続の上、制裁を科す。
（１）行使の目的で、第１０条第２項第３号から第６号のいずれかに該当する文書を偽造したことが、専門医資

格認定委員会で判明又は判断されたとき。
（２）第１１条の試験中に不正行為が認められたとき。
（３）第１１条の試験後において、偽りその他の不正の手段により、第１２条の認定登録を受けたことが、資格

認定委員会で判明又は判断されたとき。
（４）行使の目的で、第１３条第３項における単位申請において、偽りその他不正の手段により当該単位を取得

したことが、教育研修委員会で判明又は判断されたとき。
（５）教育研修講演の受講に当たって会員が次の①から⑦に掲げる行為をしたときは、不正の手段を用いて単位

を取得したとみなされるものとする。
 ①　講演の初回視聴をスキップ（早送り）して e テスティングに合格して単位申請すること。
 ②　複数のパーソナルコンピュータ、タブレット等で同時に視聴を行い e テスティングに合格して単位申請

すること。　
 ③　複数のブラウザやタブを用いて同時に視聴を行い e テスティングに合格して単位申請すること。
 ④　視聴前に e テスティングの設問画面にアクセスして解答すること。
 ⑤　複数講演を同時に受講開始しておき、追って順番に視聴すること。
 ⑥　視聴後、時間が経過してからまとめて解答すること。
 ⑦　他人に視聴あるいは e テスティングを委託して単位申請すること。

２　専門医資格認定委員会が、次の各号に掲げる事由があると判断したときは、申請者は専門医の認定を受ける
ことができない。

（１）教育研修単位の取得に当たって前項に定める場合を含めた不正の手段を用い、又は教育研修講演受講をす
るに当たって偽り若しくは不正の手段を用い、又はその他申請資格を取得するに当たって不正の手段を用い
たとき。

（２）専門医試験の受験に当たって不正の手段を用いたとき。
３　申請者について専門医の認定がされた後に、前項各号に定める事由があったことが判明したときは、専門医

資格認定委員会は、その決議によって当該認定を取り消すものとする。認定が取り消されたときは、当該申
請者は、遡って専門医の認定を受けなかったものとみなされるものとする。

４　専門医の認定の申請をしたか否かにかかわらず、第２項各号に定める行為をした会員に対しては、専門医資
格認定員会の決議により、次の各号に掲げる制裁の一方または双方が科されるものとする。

（１）専門医資格認定委員会が定める期間（ただし、その事実があると専門医資格認定委員会によって判断され
た日から５年間を超えない日までとする。）、専門医の認定を申請することができない。

（２）専門医資格認定委員会が定める期間（ただし、その事実があると専門医資格認定委員会によって判断され
た日から２年間を超えない日までとする。）、専門医の申請資格を取得するための単位の取得または教育研修
講演受講をすることができない。

５　専門医資格認定委員会は、その決議により、第２項各号に定める行為をした会員の氏名及びこれに対して前
項に基づいて科された制裁の内容を、ホームページその他の方法で公表することができるものとする。
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（補則）
第１６条　この規則を実施するために必要な事項は、細則に定める。

第１７条　この規則の改正には、理事会の議決を要する。

附則（平成１３年４月１８日制定規則）
１　この規則は、平成１３年４月１８日から施行する。ただし、第７条第４項及び第５項については、平成７年

３月１日以降に研修を開始する者に適用する。
〔付記〕現行の「専門医制度規約」（昭和５７年３月２８日施行）及び「専門医制度規約施行細則」ならびに「特

定短期研修施設認定に関する内規」（平成１０年９月２４日施行）は、本案承認（施行）の日をもって廃止する。

附則（平成１６年５月１９日改正規則）
１　この改正規則は、平成１６年５月１９日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。
２　この改正規則第１２条及び第１３条第３項の適用については次のとおりとする。
　（１）平成１７年３月以降に新たに専門医資格を取得する者の改正後の規則の適用日は平成１７年４月１日と

する。
　（２）改正規則適用日に、改正前の規則により専門医資格を有する者は、改正後の規則による専門医資格を有

する者とし、該当者の改正規則適用日以降最初の専門医の資格継続要件は、改正前の規則によるものとする。
また、該当者の改正規則の適用日は、当該資格継続の日以降とする。

３　必須分野受講の機会を増やすため、日整会主催の必須分野研修会を開催する。

附則（平成１７年５月１１日改正規則）
１　この改正規則は、平成１７年５月１１日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。
２　改正後の規則第７条第４項の規定については、平成１８年４月１日以降に入会する者に適用する。ただし、

本条項の規程にかかわらず、改正規則適用日前から会員であった者は、なお改正前の規則に定めるところに
よる。

附則　（平成１８年５月１７日改正規則）
１  この改正規則は、平成１８年５月１７日に公示し、平成１８年１０月１日から施行する。
２　改正規則公示日に、改正前の規則により特定短期研修施設の認定を有する施設は、この規則施行の日をもっ

て認定を取り消すものとする。
３　改正後の規則第７条第５項、第９条第２項第４号から第６号の規定については、平成１８年４月１日以降に

入会する者に適用する。平成１８年３月１日以前から継続して会員である者の専門医資格審査申請要件は、
改正前の規則の定めるところによる。

附則　（平成１９年５月２３日改正規則）
１  この改正規則は、平成１９年５月２３日に公示し、平成２０年１月１日から施行する。

附則　（平成２０年５月２１日改正規則）
１  この改正規則は、平成２０年５月２１日に公示し、平成２１年１月１日から施行する。

附則　（平成２７年２月１９日改正規則）
１  この改正規則は、平成２７年２月１９日から施行し、改正後の規則第８条第３号は平成２８年１月１日から

適用する。

附則　（平成２９年４月２７日改正規則）
１  この改正規則は、平成２９年４月２７日から施行する。

附則　（令和元年１２月１９日改正規則）
１  この改正規則は、令和元年１２月１９日から施行し、改正後の規則第９条第１項第３号は令和２年４月１日

から適用する。
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附則　（令和３年４月１５日改正規則）
１  この改正規則は、令和３年４月１５日から施行する。

附則　（令和４年１０月１２日改正規則）
１  この改正規則は、令和４年１０月１２日から施行し、改正後の規則第９条第１項は令和６年１月１日から適

用する。
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（様式１）

日本整形外科学会整形外科専門医認定申請書

年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会理事長殿

私は、日本整形外科学会整形外科専門医試験による審査を受けたく履歴書、必要
書類ならびに審査料を添えて申請いたします。

所
属
地
区

氏

名

㊞

勤務先または開業名称

同上住所（〒　　　　−　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　−
ファックス（　　　　　　）　　　　　　−

自宅住所（〒　　　　−　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　−
備　　考

 記入注意 １）記入は黒インキまたはボールペン
  ２）楷書
  ３）※は記入不要

※ ※ ※ ※
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（様式２）

             
             
             
   日本整形外科学会専門医制度による

研修施設認定申請書

　　　　年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会　御中

当病院を日本整形外科学会専門医制度規則第９条に規定する研修施
設として申請します。

受
　
付

北
海
道

東
　
北

関
　
東

中
　
部

近
　
畿

四
　
　
　
国

中
　
　
　
国

北
海
道

No.

年　　月　　日

診療施設名

施設長氏名

診療施設所在地

電話

ファックス

〒　　　-
公印

研修指導にあたる常勤整形外科専門医※

（責任者）     整形外科専門医資格取得日

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

      整形外科専門医資格取得日

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

※ 複数の場合は代表者２名を記入
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（様式４）

日本整形外科学会整形外科専門医資格継続申請書

　　年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会　理事長　殿

私は、日本整形外科学会専門医制度規則第１３条による整形外科専門医の資格継続
を希望しますので、審査料を添えて申請いたします。

氏　名（姓）

医籍登録番号

同上住所（〒　　　　-　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　-
ファックス（　　　　　　）　　　　　　-

自宅住所（〒　　　　-　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　-
備　　考

注：
１）本用紙に必要事項記入のうえ、日整会へ送付してください。
２）審査料２万円をお振り込みください。

性別

  男　女

生年月日

年　　　月　　　日

専門医登録番号 専門医資格取得年月日

年　　　月　　　日

勤務先名称

（名）

（名）ローマ字　フリガナ（姓）

※ ※ ※
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（様式５）

日本整形外科学会専門医再認定申請書

年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会理事長殿

私は、日本整形外科学会整形外科専門医再認定の審査を受けたく履歴書、必要書類
ならびに審査料を添えて申請いたします。

所
属
地
区

氏

名

㊞

勤務先または開業名称

同上住所（〒　　　　-　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　-
ファックス（　　　　　　）　　　　　　-

自宅住所（〒　　　　-　　　　　　）

電　　話（　　　　　　）　　　　　　-
※（専門医歴）

 記入注意 １）記入は黒インキまたはボールペン
  ２）楷書
  ３）※は記入不要

※ ※ ※ ※
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公益社団法人日本整形外科学会専門医制度 ( 専門研修プログラム ) 規則

（目的）
第１条　この規則は、従来の公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）専門医制度規則（以下「現

行規則」という。）に基づく専門医制度（以下「現行制度」と称する）に加えて平成２９年度から開始される
専門研修プログラムによる専門医制度（以下「新制度」と称する）の認定制度について定めることを目的とする。

（名称）
第２条　新制度によって授与される専門医の名称は整形外科専門医とし、英文では approved by the Japanese 

Orthopaedic Association（略称：ＡＪＯＡ）とする。

（専門研修プログラム）
第３条　専門研修プログラムは、あらかじめ「整形外科専門研修プログラム整備指針」に従い、日整会の専門医・

専攻医管理委員会により認定を受ける必要がある。
新制度により専門医資格を得ようとする者は、日整会が認定したいずれかの専門研修プログラムにウェブ

サイト上で登録し、所定の専門研修カリキュラムを経なければならない。

（専門医申請資格）
第４条　新制度による専門医資格は、最低３年９か月の専門研修プログラムによる研修課程を経た上で、整形外

科専門研修カリキュラムのウェブサイト上の「評価」に従い研修終了が認められた者に対して試験を実施し、
合格した者に対して授与される。

（資格認定委員会）
第５条　専門医及び研修施設を審査するため資格認定委員会 ( 以下「委員会」という。) を地区及び中央に置く。
　新制度の各委員会については現行規則第６条を準用する。

（準用）
第６条　試験、専門医の認定登録、懲戒についてはそれぞれ現行規則第１１条、第１２条、第１５条を準用する。

（補則）
第７条　この規則の改正には理事会の議決を要する。

附則
　　この規則は平成２９年４月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。
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日本整形外科学会認定リウマチ医規則

（目的）
第１条　日本整形外科学会（以下、日整会という。）は、日整会定款第５条第５号に基づき、整形外科領域で重

要な疾患群の一つであるリウマチ疾患の診療の質的向上を図るために日整会認定リウマチ医（以下「認定医」
という。）制度を設ける。その目的達成のためにリウマチ疾患全般について恒常的な研修を実施する。

（研修の実施）
第２条　日整会は、日整会が主催するリウマチ研修会を企画、実施する。

（研修受講証明）
第３条　日整会が主催するリウマチ研修会を受講し修了した会員に対して研修受講証明書を交付する。

（認定医資格申請）
第４条　日整会整形外科専門医で、細則に定める認定医資格申請の要件を満たす者は、審査料を添えて、認定医

資格の審査を申請できる。

（認定証）
第５条　審査に合格し登録料を納めた者には、認定医の認定証を交付し、日整会誌にこれを告示する。

（認定医資格継続）
第６条　認定医資格を継続するためには５年に１回更新を必要とし、その要件は別に定める。この要件を満たさ

ない者は認定医の資格を喪失する。

（補則）
第７条　この規則の改正は、委員会で審議し、理事会及び総会の議決を必要とする。
２　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の議を経て、別に細則に定める。

附則
１　この規則は平成１６年５月１９日より施行し、平成１６年４月１日から適用する。
２　改正後の第６条の規定は平成１７年４月１日から適用する。
３　前項の適用日に認定医である者の適用日以降最初の資格継続は、改正前の規則によるものとする。
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日整会認定リウマチ医施行細則

（目的）
第１条　この細則は、日整会認定リウマチ医規則に基づき、日整会認定リウマチ医（以下「認定医」という。）

制度の施行に関し、必要な事項を定める。

（委員会）
第２条　認定医の資格審査および研修会の認定は、リウマチ委員会（以下「委員会」という。）が行う。

（審査料等）
第３条　規則第４条に定める審査料は１０，０００円、規則第５条に定める登録料は１０, ０００円とする。

（資格審査申請の要件等）
第４条　認定医資格審査の申請には、日整会整形外科専門医で次に定める単位を３年以内に２０単位取得するこ

とを要件とする。
　　日整会が主催する資格取得のためのリウマチ研修会への出席
　　夏期２日間　基本的事項１４単位（研修終了後試験実施）、冬期１日間　最新情報６単位
２　資格審査を申請する者は、次の号に定める書類に審査料を添えて委員会に提出する。受理した審査料は、理

由のいかんにかかわらず返還しない。
（１）日整会認定リウマチ医資格審査申請書
（２）添付書類　所定単位取得済受講証明書のコピー

３　資格審査は毎年１回施行する。審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。
４　委員会が適格と認めた者の認定医資格の告示は、理事長が理事会の議を経て行う。

（資格継続の要件等）
第５条　認定医資格継続審査は、資格取得後５年ごとに行う。
２ 継続審査の申請には、次の各号に定める単位により５年間に１２単位以上取得することを要件とする。
（１）日整会が主催する資格継続のためのリウマチ研修会への出席
（２）日整会教育研修会実施規約に基づく教育研修会で委員会が認めた単位。ただし、整形外科専門医資格継続

のための単位との重複は認めない。
３　継続審査を申請する者は、日整会認定リウマチ医資格継続申請書に所定の審査料を添えて委員会に提出する。

受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返還しない。
４　継続審査は毎年１回行う。審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。
５　委員会が適格と認めた者の認定医資格継続の告示は理事長が理事会の議を経て行う。
６　疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む）など、やむを得ない事情により継続審査の申請ができない

場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。
　　猶予の申請は、継続審査の時期とし、必要に応じて１年毎に申請する。申請に際しては、次の各号に定める

書類を理事長に提出する。
（１）猶予申請書
（２）診断書または長期海外出張（留学など）証明書

７　整形外科専門医の資格を喪失した場合は、認定医の資格も喪失する。

（補則）
第６条　この細則は、委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
２　この細則は平成１６年５月１９日より施行し、平成１６年４月１日から適用する。
３　この細則の第５条の規定は、平成１７年４月１日から適用する。　　
４　前項の適用日に認定医である者の適用日以降最初の資格継続は、改正前の細則によるものとする。

昭和６３年３月３１日 一部改正
平成３年２月２１日 一部改正
平成５年１月１９日 一部改正
平成５年１０月６日 一部改正
平成１４年７月１７日 一部改正
平成２８年９月１５日 一部改正
平成３０年１２月２０日 一部改正
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日本整形外科学会認定スポーツ医規則

（目的）
第１条　日本整形外科学会（以下 「日整会」という。）は、整形外科が運動器官の諸疾患を主要な診療対象として

いるところから、あらゆる年齢層におけるスポーツ傷害の予防や診療に尽力すべき責務をもつと考え、会員
のスポーツ医学・スポーツ傷害に対する指導力と診療能力向上を図るために、日整会定款第５条第５号に基
づき、日整会認定スポーツ医（以下「認定医」という。）制度を設ける。

　　その目的達成のためにスポーツ医学・スポーツ傷害全般について恒常的に研修を実施する。

（研修の実施）
第２条　日整会は、日整会が主催するスポーツ医学研修会を企画、実施する。

（研修受講証明）
第３条　日整会が主催するスポーツ医学研修会を受講し修了した会員に対して研修受講証明書を交付する。

（日整会認定スポーツ医資格申請）
第４条　日整会整形外科専門医で、細則に定める認定医資格申請の要件を満たす者は、審査料を添えて、認定医

資格の審査を申請できる。

（認定証）
第５条　審査に合格して登録料を納めた者には、認定医の認定証を交付し、日整会誌にこれを告示する。

（日整会認定スポーツ医資格継続）
第６条　認定医資格を継続するためには５年に１回更新を必要とし、その要件は細則に定める。この要件を満た

さない者は認定医の資格を喪失する。

（補則）
第７条　この規則の改正は、委員会で審議し、理事会及び総会の議決を必要とする。
２　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の議を経て、別に細則に定める。

附則
１　この規則は平成１６年５月１９日より施行し、平成１６年４月１日から適用する。
２　改正後の第６条の規定は平成１７年４月１日から適用する。　　
３　前項の適用日に認定医である者の適用日以降最初の資格継続は、改正前の規則によるものとする。
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日整会認定スポーツ医施行細則

（目的）
第１条　この細則は、日整会認定スポーツ医規則（以下「規則」という。）に基づき、日整会認定スポーツ医（以

下「認定医」という。）制度の施行に関し、必要な事項を定める。

（委員会）
第２条　認定医の資格審査および研修会の認定は、スポーツ委員会（以下「委員会」という。）が行う。

（審査料等）
第３条　規則第４条に定める審査料は１０，０００円、規則第５条に定める登録料は１０，０００円とする。

（資格審査申請の要件等）
第４条　認定医資格審査の申請には、日整会整形外科専門医で次に定める単位をそれぞれ取得することを要件と

する。
（１） 日整会が主催する資格取得のためのスポーツ医学研修会（総論）への出席、または、これと同一内容で行

なわれる日本医師会主催または日本スポーツ協会主催の研修会への出席（２５単位）
（２）日整会が主催する資格取得のためのスポーツ医学研修会（各論）への出席（１６単位）

２　資格審査を申請する者は、次の各号に定める書類に審査料を添えて委員会に提出する。受理した審査料は、
理由のいかんにかかわらず返還しない。

（１） 日整会認定スポーツ医資格審査申請書
（２） 添付書類　所定単位取得済「研修受講証明書」のコピー

３　資格審査は毎年１回施行する。審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。
４　委員会が適格と認めた者の認定医資格の告示は、理事長が理事会の議を経て行う。
５　総論と各論は 2 年以内での受講が望ましい。やむを得ない場合は、総論（各論）を受講してから 5 年以内に

各論（総論）を受講するものとする。
６　新規スポーツ医申請の申請期限は、申請要件が整ってから 2 年以内とする。

（資格継続の要件等）
第５条　認定医資格継続審査は、資格取得後５年ごとに行う。
２　継続審査の申請には、次の各号に定めるいずれかの方法により、５年間に１２単位以上取得することを要件

とする。
（１） 日整会が開催するスポーツ医資格継続のための研修会   １日  ４単位
（２） 日整会教育研修会実施規則に基づく教育研修会で委員会が認めた単位。ただし、整形外科専門医資格継続

のための単位との重複は認めない。　  １演題  １単位
（３） スポーツに関連した学会への出席（委員会が認めた一括申請による単位）
                   １回  １単位
　　　認定学会
  　　・日本スポーツ整形外科学会
  　　・日本臨床スポーツ医学会

３　継続審査を申請する者は、日整会認定スポーツ医資格継続申請書に所定の審査料を添えて委員会に提出する。
受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返還しない。

４　継続審査は毎年１回行う。審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。
５　委員会が適格と認めた者の認定医資格継続の告示は理事長が理事会の議を経て行う。
６　疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む）など、やむを得ない事情により継続審査の申請ができない

場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。猶予の申請は、継続審査申請の時期とし、必要
に応じて、１年毎に申請する。

　　申請に際しては、次の各号に定める書類を理事長に提出する。
（１）猶予申請書
（２）診断書または長期海外出張（留学など）証明書

７　整形外科専門医の資格を喪失した場合は、認定医の資格も喪失する。
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（補則）
第６条 この細則の改正は、委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
２　この細則は平成１６年１１月１８日より施行し、平成１７年４月１日から適用する。
３　この細則の第５条の規定は、平成１７年４月１日から適用する。
４　前項の適用日に認定医である者の適用日以降最初の資格継続は、改正前の細則によるものとする。
５　この細則の改正は平成２３年１月２０日より施行し、平成２３年４月１日から適用する。

昭和６３年３月３１日 一部改正
平成元年８月４日 一部改正
平成５年２月１６日 一部改正
平成７年９月１９日 一部改正
平成１４年７月１７日 一部改正
平成１６年５月１９日 一部改正
平成１６年１１月１８日 一部改正
平成２３年１月２０日 一部改正
令和 6 年 3 月 21 日 一部改正
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公益社団法人日本整形外科学会教育研修会規則

第１条　日本整形外科学会（以下、日整会という。）は、日整会専門医の養成および継続教育を目的とする教育
研修会（以下、研修会という。）を開催する。

第２条　研修会の主催は、日整会ならびに地方整形外科学会、日本臨床整形外科学会、整形外科領域の専門別学
会および研究会とし、研修会の主催者は原則として日整会の会員とする。

第３条　研修会の開催地は日本国内とし、海外での開催の研修会は認めない。教育研修委員会は細則に定められ
た方法により申請された研修会を審査する。認定された研修会はホームページ等で会員に公示する。教
育研修委員会は必要に応じて特定の会に研修会の企画・実施を要請することができる。

第４条　研修会主催者は、受講者データを日整会に提出しなければならない。

第５条　研修会主催者は研修会の申請をする際、所定の事務費を納付しなければならない。なお、一旦、納付さ
れた事務費用は、いかなる理由があっても返金しない。

補則
第６条　この規則の改正は、教育研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
２　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、細則に定める。

附則　この規則は平成２５年１１月２１日から施行し、平成２６年１月１日から適用する。
附則　この規則は平成２６年１１月１３日から施行し、平成２７年１月１日から適用する。
附則　この規則は令和４年９月１５日から施行する。
附則　この規則は令和 7 年１月１６日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会教育研修会細則

第１条　日本整形外科学会教育研修会（以下、研修会という。）は、教育研修委員会が開催を依頼する場合と、
研修会開催を企画する側が教育研修委員会に通知して認定を受ける場合とがある。

第２条　規則第３条の研修会主催者からの研修会の手続きと研修会の認定審査は以下のとおりとする。
 （１）主催者はコンピュータを用いたオンラインで研修会の申請をする。（郵送等による申請は受け付けない。）
 （２）研修会の審査は、教育研修委員会、スポーツ委員会、リウマチ委員会、脊椎脊髄病委員会、運動器リハ

ビリテーション委員会が各々行い、認定する。

第３条　開催日の２箇月前の月の 20 日までに手続きを完了する。

第４条　研修会の認定の基準は、１講師・１演題・連続した１時間を原則とする。
特例として、連続した３０分２演題で１単位、連続した４０分３演題で２単位を認める場合がある。但し、
同一カテゴリーに限る。

第５条　講師資格は下記のとおりとする。
　（１）大学の助教以上、基幹病院勤務の医長、部長、院長
　（２）開業医においては上記職歴経験者
　（３）他科の講師および外国人講師は（１）および（２）に準ずる。
　（４）上記に該当しない講師は、略歴・サマリーに基づき審査する。

第６条　規約第５条に定める事務費は、１研修会につき１０，０００円とする（ウェブ開催事務費を含む）。なお、
一旦、納付された事務費は、いかなる理由があっても返金しない。

補則
第７条　この細則の改正は、教育研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。

附則　この細則は平成２４年１１月２２日から施行する。
附則　この細則は平成２５年１１月２１日から施行する。
附則　この細則は平成２６年１１月１３日から施行し、平成２７年１月１日から適用する。
附則　この細則は平成２７年２月１９日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。
附則　この細則は令和２年６月１５日から施行する。
附則　この細則は令和 7 年１月１６日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医規則

（目的）
第 1 条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会 ( 以下「日整会」という ) 定款第 51 条に基づき、整形外 

科領域で重要な疾患群の一つである脊椎脊髄病の診療の質的向上を図るため、同定款第 4 条第 1 項第 5 号の
専門医のうち、日整会認定脊椎脊髄病医（以下「認定医」という）の認定について定めることを目的とする。

（研修の実施）
第 2 条　日整会は、日整会が主催する脊椎脊髄病研修会を企画、定期的に実施する。
2　日整会は、日整会が主催する脊椎内視鏡下手術・技術講習会を企画、定期的に実施する。

（研修受講証明）
第 3 条　日整会が主催する脊椎脊髄病研修会を受講し修了した会員に対して研修受講証明書を交付する。
2　日整会が主催する脊椎内視鏡下手術・技術講習会を受講し修了した会員に対して研修受講証明書を交付する。

（脊椎脊髄病委員会）
第 4 条　第 7 条の認定医の資格審査、第 10 条の資格継続審査及び第 12 条第 2 号の研修会の認定は、日整会脊

椎脊髄病委員会（以下「委員会」という）が行う。

（認定証）
第 5 条　審査に合格し登録料を納めた者には、認定医の認定証を交付し、日整会誌にこれを告示する。
2　前項の登録料は 10,000 円とする。

（認定医資格継続）
第 6 条　認定医資格を継続するためには 5 年に 1 回更新を必要とする。資格継続審査に係る第 11 条の要件を満 

たさない者は認定医の資格を喪失する。

（資格審査）
第 7 条　資格審査は毎年 1 回実施する。審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。

（認定医資格の申請）
第 8 条　次条に定める認定医資格申請の要件を満たす者は、次の各号の書類に審査料を添えて、認定医資格の審

査を委員会に申請できる。
　（１）日整会認定脊椎脊髄病医資格審査申請書
　（２）所定単位取得済受講証明書のコピー
2　前項の審査料は 10,000 円とする。
3　一旦受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返還しない。

（資格審査の要件）
第 9 条　認定医資格審査の申請には、日整会専門医制度規則に定める日整会整形外科専門医であり、かつ、3 年

以内に次の各号の単位を計 24 単位取得していることを要件とする。
　（１）日整会が主催する資格取得のための脊椎脊髄病医研修会への出席　1 回 2 日　12 単位
　（２）脊椎脊髄病に関連する学会への出席　1 回 1 単位。　ただし 6 単位を上限とする。
　（３）臨床経験 10 症例　6 単位。ただし、10 症例を超える場合も 6 単位とする。

（資格の継続審査）
第 10 条　認定医資格継続審査は、資格取得後 5 年ごとに行う。
2　資格継続審査は毎年 1 回実施する。継続審査申請に必要な事項は日整会誌に会告する。
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（資格継続審査の申請）
第 11 条　資格継続審査を希望する者で、次条に定める資格継続審査の要件を満たす者は日整会認定脊椎脊髄病 

医資格継続申請書に審査料を添えて委員会に申請できる。
2　前項の審査料は 10,000 円とする。
3　一旦受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返還しない。

（資格継続審査の要件）
第 12 条 資格継続審査の申請には、次の各号に定める単位を 5 年間に計 12 単位以上取得することを要件とする。
　（１）日整会が主催する脊椎脊髄病医資格継続のための脊椎脊髄病医研修会への出席
　（２）日整会教育研修会実施規則に基づく教育研修会で委員会が認めた単位。ただし、整形外科専門医資格継

続のための単位との重複は認めない。
　（３）脊椎脊髄病に関連した学会・研究会への出席　1 回 1 単位。ただし、4 単位を上限とする。

（継続審査の猶予）
第 13 条　疾病、不慮の事故，長期海外出張 ( 留学を含む ) など、やむを得ない事情により継続審査の申請ができ

ない場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。
2　猶予の申請は、継続審査の時期とし、必要に応じて 1 年毎に申請する。申請に際しては、次の各号に定める

書類を理事長に提出する。
　（１）猶予申請書
　（２）診断書または長期海外出張 ( 留学など ) 証明書

（整形外科専門医との関係）
第 14 条　日整会専門医制度規則に定める日整会整形外科専門医の資格を喪失した者は、同時に認定医の資格も

喪失する。

（補則）
第 15 条　この規則の改正は、委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。

附則
1　この規則は平成 30 年 2 月 15 日より施行し、適用する。
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公益社団法人日本整形外科学会 脊椎内視鏡下手術・技術認定制度規則

（目的）
第１条　脊椎内視鏡下手術は、低侵襲という利点から脊椎全般の手術に応用されている。この内視鏡下手術は内

視鏡下に特殊な器具を用いて行う手術であるため、難易度が高く高度な技術が要求される。この脊椎内視鏡
下手術・技術認定制度は、共通の基準にしたがって内視鏡下手術に携わる医師の技量を評価し、一定の高い
基準を満たした者を公益社団法人日本整形外科学会脊椎内視鏡下手術・技術認定医と認定する（以下「技術
認定医」という）。これにより我が国における脊椎内視鏡下手術の健全な普及と進歩を促し、ひいては国民の
福祉に貢献することを目的とする。

（定義）
第２条　この規則における内視鏡下手術とは、手術の大半を内視鏡によるモニター画面を見て行う手術を意味す

る。
２　脊椎内視鏡下手術・技術認定制度が定める一定の高い基準とは、内視鏡下手術手技において、術者として十

分な技量を取得していることを意味する。

（脊椎内視鏡下手術・技術認定審査委員会の設置）
第３条　技術認定医を審査するため脊椎内視鏡下手術・技術認定審査委員会（以下技術認定審査委員会という）

を置く。

（技術認定審査委員の業務）
第４条　申請された書類ならびにビデオまたは DVD などをもとに技術認定を申請する者（以下、技術認定申請

者と略記）の技量を審査し、その審査結果を脊椎脊髄病委員会および理事会へに報告する。
２　技術認定審査委員のリストは公表しない。

（技術認定審査委員の資格）
第５条　技術認定審査委員は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
（１）日本整形外科学会専門医であること。
（２）日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること。
（３）日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること。
（４）脊椎内視鏡下手術を独力で完遂でき、これらの手術の指導ができること。
（５） 脊椎内視鏡下手術・技術認定証取得後５年以上経過しており、その間さらに臨床経験を積み重ねているこ

と。
（６）脊椎内視鏡下手術に関する各種学会および学術雑誌において十分な業績を有すること。

（技術認定審査委員選出方法）
第６条　技術審査委員の選出は、技術認定審査委員会、脊椎脊髄病委員会および理事会の議を経て、理事長が任

命する。ただし本制度施行後５年間は移行処置として技術認定審査委員は、脊椎脊髄病委員会の推薦をうけ
５条に定める有資格者の中から、審査委員候補者が提出された書類により匿名で相互審査した後、脊椎脊髄
病委員会が指名する。

２　提出する書類は以下の各号のとおりとする。
（１）技術認定審査委員応募申請書・履歴書
（２）脊椎内視鏡下手術実績一覧表
（３）脊椎内視鏡下手術関連業績目録
（４）本委員会が認める内視鏡下手技に関する教育セミナーでの教育実績一覧表
（５）本委員会が認める内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類（写）

３　技術認定審査委員の申請に必要な症例数は以下のとおりとする。
１種‐内視鏡下脊椎前方手技を選択し術者として遂行した３０例
２種‐内視鏡下脊椎後方手技を選択し術者として遂行した１００例
３種‐経皮的内視鏡下脊椎手技を選択し術者として遂行した１００例
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（技術認定審査委員の任期および更新）
第７条　技術認定審査委員の任期は５年間とする。更新に際しては、下記書類を技術認定審査委員会において審

査し、脊椎脊髄病委員会および理事会の承認を経て、理事長が任命する。

（技術認定審査委員の資格喪失）
第８条　次の各号に該当する者は、脊椎脊髄病委員会および理事会の承認を経て、技術認定審査委員の資格を喪

失する。
（１）正当な理由により技術認定審査委員としての資格を辞退したとき。
（２）申請書に虚偽の認められたとき。
（３）次の資格を喪失したとき。
　　①日本整形外科学会専門医であること。
　　②日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること。
　　③日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること。

（４）技術認定審査委員の更新を受けないとき。
（５）脊椎内視鏡下手術に従事しなくなったとき。
（６）その他、技術認定審査委員として脊椎脊髄病委員会が不適当と認めたとき。

（技術認定申請区分）
第９条　申請に際して、次のとおりに申請区分を分ける。

１種‐内視鏡下脊椎前方手技が遂行可能である
２種‐内視鏡下脊椎後方手技が遂行可能である
３種‐経皮的内視鏡下脊椎手技が遂行可能である

２　申請区分は技術認定証に記載される。

（技術認定申請要件）
第１０条　技術認定申請者は、次の各号に定めるすべての資格を要する。
（１）日本整形外科学会専門医であること。
（２）日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること。
（３）日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること。
（４）過去２年以上の脊椎内視鏡下手術の修練を行っていること。
（５）脊椎内視鏡下手術を術者として経験していること。必要症例数は別に定める。
（６）従来の開胸・開腹による脊椎手術が術者として行えること（１種のみ）。
（７） 本委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナーに参加していること。認定の方法は別に定め

る。
（８）国内ないし国際学会などにおいて脊椎内視鏡下手術に関する十分な業績を有すること。業績の詳細は別に

定める。

（申請方法）
第１１条　技術認定申請者は、次の（１）〜（６）に定める申請書類およびビデオまたは DVD などを脊椎脊髄

病委員会に提出する。
（１）技術認定申請書・履歴書（領域を明記：別に定める）
（２）脊椎内視鏡下手術実績一覧表
（３）従来の開胸・開腹脊椎手術実績一覧表（１種のみ）
（４）業績目録一覧表
（５）脊椎脊髄病委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類（写）
（６）申請者の脊椎内視鏡下手術技術を保証し得る者１名の推薦証明書
（７）脊椎内視鏡下手術のビデオまたは DVD
（８）技術認定審査料（別に定める）

２　技術認定医の申請に必要な症例数は以下のとおりとする。
１種‐内視鏡下脊椎前方手技を選択し術者として遂行した２０例
２種‐内視鏡下脊椎後方手技を選択し術者として遂行した３０例
３種‐経皮的内視鏡下脊椎手技を選択し術者として遂行した３０例
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（技術認定審査方法）
第１２条　技術認定申請者については、技術認定審査委員が毎年１回、申請書類およびビデオまたは DVD など

をもとに、申請者の技量を審査する。１名の申請者を２名の審査委員が審査し、脊椎脊髄病委員会に報告され、
判定を行う。判定結果は理事会の承認を経て決定される。

（技術認定証交付）
第１３条　理事長は、本技術認定制度規則に基づいた審査の結果、脊椎内視鏡下手術の術者として十分な技量が

あると判定された申請者に対して、脊椎内視鏡下手術・技術認定証を交付する。

（技術認定医資格の更新）
第１４条　技術認定医資格は５年ごとに更新を必要とする。更新は、下記各号について技術認定審査委員が審査

し、脊椎脊髄病委員会が判定を行う。判定結果は理事会の承認を経て決定される。
（１）最近５年間継続して臨床に従事していることの証明書類。ただし、やむを得ぬ事情によりこの条件を満た

すことができない場合には、その理由書を添付する必要がある。
（２）脊椎内視鏡下手術実績一覧表（１種−２０例、２種−３０例、３種−３０例）
（３）更新の申請書類
（４）資格更新料（別に定める）
（５）未編集ビデオまたは DVD

（技術認定医の資格喪失）
第１５条　次の各号該当する者は、脊椎脊髄病委員会および理事会の議を経て、その資格を喪失する。
（１）正当な理由を付して、その技術認定資格を辞退したとき。
（２）次の資格を喪失したとき。
     ①日本整形外科学会専門医であること。
     ②日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医であること。
     ③日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医であること。

（３）申請書に虚偽の認められたとき。
（４）脊椎内視鏡下手術に従事しなくなったとき。
（５）その他、技術認定医として脊椎脊髄病委員会が不適当と認めたとき。

（改廃）
第１６条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。
２　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。

附則 この改正規則は、平成２６年１１月１３日の理事会の翌日から施行する。

平成１６年５月１９日発効
平成１７年２月１７日一部改正
平成１８年５月１７日一部改正
平成２１年５月１３日一部改正
平成２４年１１月２２日一部改正
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公益社団法人日本整形外科学会 脊椎内視鏡下手術・技術認定制度細則

第１章　技術認定申請方法

（技術認定申請書類）
第１条　技術認定申請者は次に定める書類、ビデオまたは DVD などを事務局に送付する。書類はすべて A ４判

とする。
（１）脊椎内視鏡下手術・技術認定申請書・履歴書（様式１）
（２）脊椎内視鏡下手術実績一覧表（様式２−１、２−２）
（３）脊椎内視鏡下手術関連業績目録一覧（様式２−３）
（４）過去５年間に術者として行った従来の開胸・開腹脊椎手術実績一覧：１種のみ（様式２−４）
（５）脊椎内視鏡下手術・技術認定制度ビデオまたは DVD 審査添付用症例レポート１（様式３）
（６）脊椎内視鏡下手術・技術認定制度ビデオまたは DVD 審査添付用症例レポート２ 　　３部（様式４）
（７）申請者の脊椎内視鏡下手術技術を保証し得る者１名の推薦証明書（様式７）
（８）技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類（写し）

＊ 申請に必要なセミナー参加回数は２回以上とする
＊ ３種 - 経皮的内視鏡下脊椎手技を申請する場合は経皮的内視鏡下脊椎手技のセミナーを２回以上受講す

ること
（９）術者として最近行った脊椎内視鏡下手術のビデオまたは DVD
    １種、２種および３種ともに未編集画像２本

（１０）申請料３万円の郵便振替払込請求書兼受領証のコピー

（申請に必要な症例数）
第２条　申請者は申請区分に必要な症例数を手術実績一覧として提出する。
 １種 … 内視鏡下脊椎前方手技を選択し遂行した２０症例
 ２種 … 内視鏡下脊椎後方手技を選択し術者として遂行した３０症例
 ３種 … 経皮的内視鏡下脊椎手技を選択し術者として遂行した３０症例
２　１症例を２名の申請者の症例として用いることはできない。

（技術認定申請料）
第３条　申請料は１種、２種および３種ともそれぞれ３万円とし、郵便振替で事務局に払い込む。
２　審査に合格しない場合でも、申請料は返却しない。

（提出ビデオまたは DVD）
第４条　提出ビデオまたは DVD は申請者が術者として完遂した脊椎内視鏡下手術の一時停止をしない連続した

未編集画像を提出する。
２　ビデオまたは DVD には、手術術式名、手術収録時間を明記する。ビデオまたは DVD が２本以上になるとき

は No. １または No. ２、を明記したシールを貼付する。申請者氏名は記入しない。
３　提出されたビデオまたは DVD は申請者に返却しない。
４　提出されたビデオまたは DVD は審査後、技術認定制度委員会が責任を持って焼却する。

第２章　技術審査委員選出方法

（審査委員申請書類）
第５条　審査委員に応募する際に提出する書類は、以下の各号に定めるものとし、すべて A ４判とする。
（１）審査委員応募書・履歴書（様式５）
（２）脊椎内視鏡下手術実績一覧（様式６−１、６−２）
（３）脊椎内視鏡下手術関連業績目録（様式６−３）抄録・別刷りのコピーを添付する
（４）技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナーでの教育実績一覧（様式６−４）
（５）技術認定制度委員会が認める脊椎内視鏡下手技に関する教育セミナー参加証明書類（写）

（初回審査委員選出方法）
第６条　初回の審査委員は全国から公募し、１種５名、２種１０名、３種若干名とする（重複を認める）。
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２　初回の審査委員の選出では、技術認定と審査委員資格の審査を同時に行う。
３　初回審査委員は１種（前方手技）３０例、２種（後方手技）１００例、３種（経皮的内視鏡下脊椎手技）

１００例の症例数を手術実績一覧として提出する。
４　初回の審査委員の審査は、技術認定制度委員会が行う。

第３章　技術認定（ビデオまたは DVD）審査の具体的方法

（判定方法）
第７条　ビデオまたは DVD の審査結果が、審査委員２名とも合格のとき、技術認定を取得できる。
２　２名の審査結果が異なるときは、審査委員会において審査し、その判定に従う。

（ビデオまたは DVD の審査方法）
第８条　ビデオまたは DVD の審査は、技術認定ビデオ採点シート（別紙）に準じて行う。

（審査結果の通知）
第９条　審査結果は、採点シートをつけて申請者に通知される。

第４章　その他

（発効）
第１０条 本細則は、平成１６年５月１９日に発効する。

附則　平成１６年１１月１８日一部改正
　　　平成１７年　７月２０日一部改正
　　　平成２６年１１月１３日一部改正

（様式１〜６- ４　添付省略）
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日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医規則

（目的）
第１条　日本整形外科学会（以下「日整会」という）は、日整会定款第５条第５号に基づき、整形外科領域で重

要な治療法の１つである運動器リハビリテーションの質的向上を図るために、日整会認定運動器リハビリテー
ション医（以下「認定医」という）制度を設ける。その目的達成のために運動器リハビリテーション全般に
ついて恒常的な研修を実施する。

（研修の実施）
第２条　日整会は、日整会が主催する運動器リハビリテーション研修会を企画、実施する。

（研修受講証明）
第３条　日整会が主催する運動器リハビリテーション研修会を受講し修了した会員に対して研修受講証明書を交

付する。

（認定医資格申請）
第４条　整形外科専門医で、細則に定める認定医資格申請の要件を満たすものは、審査料を添えて、認定医資格

の審査を申請できる。

（認定証）
第５条　審査に合格して登録料を納めた者には、認定医の認定証を交付し、日本整形外科学会雑誌にこれを公示

する。

（認定医資格継続）
第６条　認定医資格を継続するためには５年に１回更新を必要とし、その要件は細則に定める。この要件を満た

さない者は認定医の資格を喪失する。

（補則）
第７条 この規則の改正は、運動器リハビリテーション委員会で審議し、理事会および総会の議決を必要とする。
２　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の議を経て別に細則に定める。

（附則）
　　この規則は平成１９年５月２３日から施行し、平成１９年９月１日から適用する。
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日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医施行細則

（目的）
第１条　この細則には、日整会認定運動器リハビリテーション医規則に基づき、日整会認定運動器リハビリテー

ション医（以下「認定医」という）制度の施行に関し、必要な事項を定める。

（委員会）
第２条　認定医の資格審査および研修会の認定は、運動器リハビリテーション委員会（以下「委員会」という）

が行う。

（審査料等）
第３条　規則第４条に定める審査料は１０, ０００円、規則第５条に定める登録料は１０, ０００円とする。

（資格審査申請の要件等）
第４条　認定医資格審査の申請には、資格取得のための運動器リハビリテーション研修会の完全受講および修了

（試験合格）を要する。
２　申請者は次の各号に掲げる書類に審査料を添えて委員会に提出する。受理した審査料は理由のいかんにかか

わらず返還しない。
　（１）認定医資格審査申請書（様式１）
　（２）資格取得のための研修会の受講証明書のコピー

３　資格審査は毎年１回行う。審査申請に必要な事項は日本整形外科学会雑誌（以下「日整会誌」という）に公
示する。

４　委員会が適格と認めた者の認定医資格の告示は、理事長が理事会の議を経て行う。

（資格継続の要件等）
第５条　認定医資格継続審査は、資格取得後５年ごとに行う。
２　継続審査の申請には、次の各号に定める単位の中から５年間に１２単位以上取得することを要件とする。
　　（１）日整会が主催する資格継続のための運動器リハビリテーション研修会（１日４単位）への出席。
　　（２）日整会教育研修会実施規則に基づく教育研修会で、委員会が認めた単位。
　　　　ただし、専門医資格継続のための単位との重複は認めない。
　　（３）運動器リハビリテーションに関連した学会への出席。１回１単位、ただし４単位までとする。
　　　　認定学会　日本運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学会
　　　　　　　　　日本ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学会
　　　　　　　　　日本義肢装具学会
　　　　　　　　　日本腰痛学会
　　　　　　　　　日本脊髄障害医学会
　　　　なお、単位の認定は委員会で審査するものとする。
３　継続審査を申請する者は、日整会認定運動器リハビリテーション医資格継続申請書（様式２）に所定の審査

料を添えて委員会に提出する。受理した審査料は理由のいかんにかかわらず返還しない。
４　継続審査は毎年１回行う。審査申請に必要な事項は日整会雑誌に公示する。
５　委員会が適格と認めた者の認定医資格継続の告示は、理事会の議を経て理事長が行う。
６　疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む）など、やむを得ない事情により継続申請ができない場合は、

理事長に継続審査の猶予を申請することができる。
　　猶予の申請は、継続審査申請の時期とし、必要に応じて１年ごとに申請する。
　　申請に際しては、次の各号に定める書類を理事長に提出する。

　（１）猶予申請書
　（２）診断書または長期海外出張（留学など）証明書

７　整形外科専門医の資格を喪失した場合は、認定医の資格も喪失する。

（補則）
１　この細則の改正は、委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。
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２　平成１８年１月から平成１９年３月までの間に日整会が主催した運動器リハビリテーション研修会は、資格
取得の研修会とみなす。

３　平成１９年６月１日の時点で満６５歳以上の日整会会員で、整形外科専門医を２期１２年以上継続した経歴
を有するものは、整形外科専門医資格を有していなくてもこれと同等とみなす。

　　ただし、この措置は平成２１年３月３１日をもって終了する。
４　補則３に該当する者で、平成２１年３月３１日までに認定医資格を取得した者においては、今後の資格継続

に際し細則第５条第７項は適用しない。

附則
１　この細則は平成１９年５月２３日から施行し、平成１９年９月１日から適用する。
２　この細則の一部改正は平成２０年２月２１日から適用する。
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公益社団法人日本整形外科学会認定骨・軟部腫瘍医規則

（趣旨）
第 1 条　この規則は、骨・軟部腫瘍に関する優れた診療技術及び専門知識を有する医師を育成することを目的と

して、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第 4 条第 1 項第 5 号及び定款第 51 条
の規定に基づき、日本整形外科学会認定骨・軟部腫瘍医（以下「認定医」という。）制度について定めるもの
とする。

（定義）
第 2 条　認定医とは、骨・軟部腫瘍の十分な臨床経験を有し、所定の資格要件を満たして認定医となるための審

査（以下「認定医審査」という。）に合格した者をいう。

（認定医の資格）
第 3 条　認定医は、骨・軟部腫瘍に関して、その診断法、外科的手術療法、化学療法及び放射線療法等集学的治

療法に精通し、並びに緩和医療に至るまでの高い医療倫理観に基づいた広い学識と優れた技量を有していな
ければならない。

2　認定医審査を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
（１）日本専門医機構認定整形外科専門医又は日本整形外科学会認定整形外科専門医（以下「整形外科専門医」

という。）であること。
（２）一般社団法人日本がん治療認定医機構の定めるがん治療認定医（以下「がん治療認定医」という。）の資格

を有していること。
（３）悪性骨・軟部腫瘍 10 例を含む 50 例以上の骨・軟部腫瘍（骨腫瘍類似疾患及び転移性腫瘍等を含む。）の

診療経験を有すること。
3　認定医審査を申請しようとする者は、次の各号に定める書類に所定の審査料を添えて理事長に提出しなけれ

ばならない。なお、受理した審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。
（１）日整会認定骨・軟部腫瘍医審査申請書
（２）一般社団法人日本がん治療認定医機構がん治療認定医　認定証のコピー
4　前項の審査料は 10,000 円とする。

（認定医審査機関）
第 4 条　認定医審査及び認定医資格継続審査（以下「継続審査」という。）は骨・軟部腫瘍委員会（以下「委員会」

という。）が行う。
2　認定医審査、継続審査は毎年１回実施する。
3　認定医審査申請、継続審査申請に必要な事項は日整会誌に告示する。

（資格の認定証）
第 5 条　日整会は、認定医審査に合格して所定の登録料を納めた者に、本資格の認定証を交付し、日整会誌にこ

れを告示する。
2　前項の登録料は 10,000 円とする。

（資格の有効期間）
第 6 条　認定医資格の有効期間は 5 年間とし、資格の継続を希望する者は 5 年ごとに継続審査を申請しなければ

ならない。

（継続審査）
第 7 条　継続審査の申請には、次の各号に定める要件をすべて満たさなければならない。

（１）整形外科専門医及びがん治療認定医の両資格を有すること。
（２）５年間に３０例以上の骨・軟部腫瘍症例（骨腫瘍類似疾患や転移性腫瘍等を含む。）の経験を有すること。
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2　継続審査を申請する者は，次の各号に定める書類に所定の審査料を添えて理事長に提出しなければならない。
なお、受理した審査料は、理由の如何にかかわらず返還しない。

（１）日整会認定骨・軟部腫瘍医資格継続審査申請書
（２）一般社団法人日本がん治療認定医機構がん治療認定医　認定証のコピー
3　前項の審査料は 10,000 円とする。

（継続審査の猶予）
第 8 条　認定医は、継続審査の申請にあたり、疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む。）その他のやむ

を得ない事由により申請ができない場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。なお、猶予
の申請は、継続審査の時期とし、必要に応じて１年ごとに申請するものとする。

2　猶予の申請を行う者は、次の各号に定める書類を理事長に提出しなければならない。
（１）猶予申請書
（２）診断書又は長期海外出張証明書

（資格の喪失）
第 9 条　継続審査を受けない者（第 8 条に該当する者を除く。）は認定医の資格を喪失する。
2　整形外科専門医の資格又はがん治療認定医の資格を喪失した者は同時に認定医の資格も喪失する。

（規則の改正）
第 10 条　この規則は、委員会の審議を経て、理事会の決議によって変更することができる。

附則　この規則は平成 30 年 10 月 1 日から施行する。
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整形外科アピールマーク使用規則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４条第１項第９号に基

づき日整会事業ならびに社会性をアピールするとともに、日整会会員（正会員および名誉会員）（以下「会員」
という。）の医療活動上の利便に供するためアピールマークの使用に関する基準を定めることを目的とする。

（マーク）
第２条　マークの絵柄は、別図（原画）のとおりとする。

（対象事業等）
第３条　使用を認める事業等は、次のとおりとする。
（１）　日整会の事業として行う諸活動
（２）　会員自身の医療活動
（３）　前各号以外に日整会が認めたもの

（基準等）
第４条　使用基準等は、次のとおりとする。
（１）　使用範囲は、第１条の趣旨に合致するもの。
（２）　使用方法は、次のとおりとする。
　　イ　塗装、焼付、印刷等直接ものに描くもの
　　ロ　シールの形で使用するもの
　　ハ　画像等で表示して使用するもの
　　ニ　立体的な造形物として使用するもの

（３）　型式の基準は、次のとおりとする。
　　イ　第２条に定めるマーク（原画）を拡大・縮小したものであること
　　ロ　色については、白黒であってもよい

（使用制限）
第５条　使用者が次の各号に違反した場合は、マークの使用を禁止することとする。
（１） 日整会の名誉を傷つけ、信用を失墜し、品位を下げるような使用をしてはならない。
（２） 会員の医療活動上の利便のために使用するものとし、それを手段等として直接的に営利を得ることがあっ

てはならない。

（シールの発行等）
第６条　シールの発行および種類等については、次に定めるとおりとする。
（１）シールの発行は、日整会事務局においてのみ行うものとする。
（２）シールの種類は、大・中・小の３種類とする。

２　前項に定めるシールを使用するものは、相応の費用を負担しなければならない。シールの料金については別
に定める。ただし、日整会の事業等で特に認めたものについてはこの限りではない。

（手続）
第７条　第３条第３号によるマークの使用承認手続きは、次のとおりとする。
（１）使用承認申請をするときは、理事長に対し文書により願出をしなければならない。
（２）前号の申請があった場合は、広報・渉外委員会に諮ったのち、使用に関する条件等を付した文書により、

通知するものとする。
２　前条第２項ただし書による費用の免除承認手続きは、次のとおりとする。
（１）　費用免除申請をするときは、理事長に対し文書により願出をしなければならない。
（２）　前号の申請があった場合は、理事長がこれを決定し、文書により通知するものとする。

３　前各項以外の手続きは、原則として文書によるものとする。
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（補則）
第８条　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。

（その他）
第９条　この規則の適用に関して紛争が生じた場合は、理事長が理事会の議を経て指名する者（複数）がこれに

当たるものとする。

附則
１　この規則は、平成１３年２月２３日から施行する。
２　この規則制定時に使用および在庫中のマークは、この規則により使用および調達されたものとする。

附則
　　この規則は、平成２１年９月１７日から施行する。

附則
　　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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整形外科アピールポスター・テーマポスター使用規則
（目的）
第１条　この規則は公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４条第１項第９号に基づき、

整形外科アピールポスター・テーマポスターの使用に関する基準を定めることを目的とする。

（整形外科アピールポスター・テーマポスター）
第２条　両ポスターは日整会が所有し、日整会会員（以下「会員」という。）が整形外科学および整形外科医療

の啓発活動を行うときの利便に供する。

（対象事業）
第３条　使用を認める事業は、次のとおりとする。
（１） 日整会の事業として行う諸活動
（２） 会員自身の医療および医学啓発活動
（３） 前２号以外に本学会が認めたもの

（基準等）
第４条　使用基準は次のとおりとする。
（１） 使用範囲は第１条の趣旨に合致するとき。
（２） 使用方法は、次のとおりとする。
　イ 日整会が作成し配布したものを掲示して使用する。
　ロ 日整会ホームページからダウンロードして紙に印刷して配布資料として使用する。この場合、「企画制作 /

著作権：日本整形外科学会」の文字を欄外に記す。
　ハ デジタルデータとして PC に取り込み使用するか、または PC プロジェクターでスクリーンに投影して使

用する。
　ニ 配布用 CD、DVD に取り込む。この場合、「企画制作 / 著作権：日本整形外科学会」の文字を欄外に記す。

複数の作品を使う場合には、そのいずれかの作品にこの文字をつける。
 （３） 型式の基準は、次のとおりとする。
　イ 第２条で定める原画は原寸のままか、あるいは拡大・縮小したものを使用すること。
　ロ 色は原画のカラーに限る。
  ハ ポスターの一部分だけの使用は認めない。
　ニ ポスターの一部を改編してはならない。

（使用制限）
第５条　使用者が次の各号に違反した場合は、これらポスターの使用を禁止する。
（１） 日整会の名誉を傷つけ、信用を失墜し、品位を下げる使用をしたとき。
（２） 会員が営利を受ける手段として使用したとき。

（ポスターの配布など）
第６条　ポスターの配布を受けようとするものは、次のいずれかの方法による。
（１） 日整会ホームページからダウンロードする。
（２） 日整会事務局から印刷したものを受け取る。

２　前項第２号により配布を受けようとする者は、相応の費用を負担しなければならない。ただし、日整会の事
業等で特に認めたものについてはこの限りでない。

（手続き）
第７条　第３条第３号によるポスターの使用承認手続きは、次のとおりとする。
（１） 会員が使用承認の申請をするときは、理事長に対し文書による願い出をしなければならない。
（２） 前号の申請があったとき、理事長は、広報・渉外委員会に諮ったのち理事会の議を経て決定する。
（３） 前号の決定の通知は、使用に関する条件等を付した文書により行う。

２　前条第２項ただし書きによる費用の免除承認手続きは、次のとおりとする。
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（１） 費用免除申請をするときは、理事長に対し文書により願い出をしなければならない。
（２） 前号の申請があったとき、理事長はこれを決定し、文書により通知する。

３　前各項以外の手続きは、原則として文書によるものとする。

（補則）
第８条 この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項が出た場合には、その都度、理事会の定めるところに

より決定する。

（その他）
第９条 この規則の適用に関して紛争が生じた場合には、理事会が理事長の議を経て指名する者（複数）が、こ

の解決にあたるものとする。

附則　この規則は、平成２１年９月１７日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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「運動器の１０年・骨と関節の日」キャンペーン用 
漫画・イラスト等使用規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４条第１項 第９号に基づき、

「運動器の１０年・骨と関節の日」のキャンペーン用に作成した漫画・イラスト等の使用に関する基準を定め
ることを目的とする。

（所有権及び用途）
第２条　本漫画・イラスト等は日整会が所有し、日整会会員（以下「会員」という。）等が整形外科学及び整形

外科医療の啓発活動を行うときの利便に供する。

（対象事業）
第３条　使用を認める事業は、次のとおりとする。
（１） 日整会の事業として行う諸活動
（２） 会員自身の医療及び医学啓発活動
（３） 前各号のほか、日整会が認めたもの

（使用基準）
第４条　使用基準は次のとおりとする。
（１） 使用範囲は第１条の目的を満たす場合
（２） 使用条件は次のとおりとする。
   イ 漫画・イラスト等の欄外に表示されている「© 日本整形外科学会」の表示を切り離して使用してはならない。
    ロ 第三者に譲渡又は貸与してはならない。
　　ハ 新聞 ･ 雑誌等での発表又は看板等への掲示を行う場合は、日整会の許可を得なければならない。
　　ニ 漫画・イラスト等を改変して使用してはならない。

（３） 漫画・イラスト等の表示は、原則として次のとおりとする。
　　イ 第２条で定める原画と同等又は拡大・縮小したものを使用する。
　　ロ 色は原画と同様又は白黒とする。
　　ハ 漫画・イラスト等は全体を使用し、コマの一部使用は認めない。

（４） 使用方法は次のとおりとする。
　　イ 図画として、印刷して使用する。
　　ロ 電磁的記録として、電磁媒体を通して使用する。

（適正使用）
第５条 漫画・イラスト等の使用に際しては、日整会の名誉を損なうことがないよう適正な使用に努めるものとす

る。また、営利を目的とした利用に供してはならない。

（漫画・イラスト等の配布）　
第６条　漫画・イラスト等の原画は次により入手する。
（１）日整会ホームページからダウンロードする。
（２）日整会が作成・配布するものを使用する。

（使用手続）
第７条 第３条による漫画・イラスト等の使用手続は、次のとおりとする。
（１） 使用許可の申請は、日整会に対し文書（様式１）により願い出をしなければならない。
（２）前号の決定の通知は、使用に関する条件等を付した文書（様式２）により行う。

（補則）
第８条　この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度、理事会の定めるところによる。
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２　この規則の適用に関して紛争が生じた場合には、理事長が理事会の議を経て指名する者（複数）が、この解
決にあたるものとする。

附則　この規則は、平成１９年８月２４日から施行する。
附則　この規則は、平成１９年１２月２０日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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様式１　「第７条（１）関係」

「運動器の１０年・骨と関節の日」キャンペーン用漫画・イラスト等使用許可申請書

令和　　年　　月　　日

公益社団法人日本整形外科学会
理事長　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（代表者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話、ファクス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　　　　　　Fax　　　　　　　

　私は、公益社団法人日本整形外科学会「運動器の１０年・骨と関節の日」キャンペーン用漫画・イラス
ト等使用規程第７条（１）により、下記のとおり申請いたします。

記

１．使用期間　　令和　　年　　月　　日　〜　令和　　年　　月　　日

２．使用目的

３．その他（関係資料を添付）

以上
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様式２　「第７条（２）関係」

「運動器の１０年・骨と関節の日」キャンペーン用漫画・イラスト等使用許可書

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人日本整形外科学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　

　令和　　年　　月　　日付で使用申請のあった「運動器の１０年・骨と関節の日」キャンペーン用漫画
（あるいはイラスト等）については、当使用規程を遵守することを条件に、下記により許可いたします。

記

１．使用期間　　　令和　　年　　月　　日　〜　令和　　年　　月　　日

２．その他

　

以上
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公益社団法人日本整形外科学会災害等緊急時における
連絡体制及び事業継続計画等に関する規則

（目的）
第１条　この規則は、地震・火災・風水害等又は感染症流行等の災害が発生した場合に公益社団法人日本整形外

科学会（以下「日整会」という。）の被災状況の把握、情報の伝達、資料・財産の保全、被災者等への救援・
支援の即時対応及び事業継続計画等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（用語の定義）
第２条　この細則において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
（１） 災害とは、地震・火災・風水害等の事故又は感染症流行等で不特定多数の者が同時に被災し、秩序の混乱

をきたすものとする（一時的な秩序の混乱状態を含む。）。
（２） 被災者等とは、直接の被害を被った者（会員等その他の家族を含む。）及び救援活動中に被災した会員等

をいう。
（３） 会員等とは、日整会の正会員、名誉会員及び事務局職員をいう。
（４） 救援とは、被災者への救護・援助の行為を指し、支援とは救援を為す会員等への物質的な援護を指す。
（５） 連絡体制とは、救援・支援・情報のための人的組織及び手段をいう。
（６） 事業継続計画とは、日整会及び事務局の事業運営の継続を維持するための計画のことをいう。

（連絡体制）
第３条　災害時の情報の収集と会員等への伝達のため、日整会に次に掲げる連絡体制を置く。
（１）対策本部の設置

①　災害時緊急連絡本部（以下本部という）を常設し、東京が被災した場合に備えて、あらかじめ臨時本
部を設置することとする。

②　理事長を本部長とし、東京在住の理事数名及び事務局職員によって本部を結成する。ただし、東京が
被災した場合は、本部長があらかじめ指名した理事等を中心に臨時本部を結成する。

③　指揮命令権は本部長に属する。
④　本部長は理事の中から副本部長を指名することができる。
⑤　本部長が指揮命令を行うことができない場合は、副本部長がこれを代行する。ただし、副本部長を置

いていない場合は、副理事長又はあらかじめ指名された理事がこれを代行する。
（２）災害時の情報拠点等

①　拠点領域（又は区分）は、北海道ブロック、東北ブロック、関東ブロック、中部ブロック、近畿ブロッ
ク、中国・四国ブロック、九州ブロックとする。

②　連絡場所は、各拠点領域に、原則として１か所とし、理事又は監事の在所とする。
（３）情報の収集および伝達

①　本部は、被災地の情報収集に努め、その情報を各拠点に伝達することとする。
②　各拠点は、自ら収集した情報を本部に連絡することとし、本部から得た情報等を会員等からの問い合

わせに応じて伝達することとする。
③　各拠点は、通信網等の被災で当該拠点と本部間に直接情報が伝達されない場合には当該拠点の情報を、

会員等に中継又は本部に代わって伝達することとする。
（４）情報伝達手段
　　本部及び各拠点は、被災に備えて適切な情報伝達手段を常備することとする。

（５）そのほか、被災時、本部及び各拠点は、日本医師会等各関係機関との連絡を確立することとする。

（資料および財産の保全）
第４条　事務局に保管・保存している次に掲げる資料等は、重要なものとして保全を図ることとする。
（１）専門医に関する資料等
（２）会員管理に関する資料等
（３）金銭に関する帳票類
（４）定款等規則類
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（５）学術雑誌等

（救援および支援）
第５条　救援（治療等を含む。）を必要とするときは、本部長（代行を含む。）は関係各機関の長に文書等で救援

者の派遣要請を行うこととする。
２　救援者に対しては、診療用品、運輸、宿泊、糧食等できる限りの支援を行うこととする。
３　広域における整形外科患者搬送の必要が生じた場合には、本部（代行を含む。）及び各拠点はその業務を補

助する。

（連絡先一覧）
第６条　災害時の連絡に供するため、役員及び事務局職員の連絡先一覧（別表）を作成することとする。

（補則）
第７条　この規則の実施について必要な措置は、指揮命令を行う者がその都度判断し実行する。ただし、事後速

やかに理事会に報告しなければならないこととする。
２　事務局職員は、各担当業務の緊急度と重要度を鑑み、担当理事と相談の上、本部に報告する。
３　この規則は、理事会の決議を経て、改正することができる。

附則　この規則は、平成１３年１月１８日から施行する。
附則　この規則は、令和 3 年１０月１３日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。



— 111 —
Copyright © The Japanese Orthopaedic Association. All rights reserved.

公益社団法人日本整形外科学会業務災害補償規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４条第１項第９号、および「傷

害保険普通保険約款」ならびに「傷害保険特約」による保険契約に基づき、日整会が行う会議・懇談会・公
務による出張等業務上の事由により、日整会の役員およびそれに準ずる者等が傷害、または死亡（疾病に因
るものを除く）（以下「身体障害」という。）をこうむったとき、日整会が行う補償について定める。

（業務上災害補償）
第２条　日整会は、日整会の役員およびそれに準ずる者等が業務上の事由により身体障害をこうむったときは、

その役員およびそれに準ずる者等、またはそれらの遺族に対し第３条に定める補償を行う。
２　前項に定める身体障害であっても、つぎの各号に該当する身体障害には適用されない。
（１）戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動その他これらに類似の事変による身体障

害
（２）風土病または核燃料物質（その汚染物を含む）による身体障害
（３）日整会の役員およびそれに準ずる者等の故意もしくは故意の犯罪行為または重大な過失のみによって生じ

た身体障害
（４）車両の泥酔運転または無免許運転の間に生じた身体障害

（補償の内容）
第３条　補償の種類はつぎのとおりとする。
（１）入院および通院補償（休業補償）
（２）後遺障害補償
（３）死亡補償（遺族補償）

２　前項各号に定める補償額は別表のとおりとする。

（対象者）
第４条　適用対象となる者の範囲はつぎのとおりとする。
（１）理事および監事
（２）委員会（広報室会議含）委員およびアドバイザー
（３）代議員
（４）その他、理事会が認めた者

（その他）
第５条　この規則の実施に関して万一疑義等問題が生じた場合は、契約している損害保険会社との保険契約に基

づきその解決をはかるものとする。

附則
１　この規則は、平成１３年１月１８日から施行する。
２　事務局職員は、対象外のため別途とする。

附則
　　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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別表
補 償 の 種 類 と 補 償 額

１.  入・通院補償（休業補償）
  業務上の負傷による治療のため労働できず所得の減少が生じたときは、次の額を支給す 
 る。
   補　償　額
     入院１日につき

       １５，０００円

  ただし、事故の日からその日を含めて１８０日間までの期間を支払対象期間とする。
   補　償　額
     通院１日につき

       １０, ０００円

  ただし、９０日分を支払限度とする。（９０万円限度）

２.  後遺障害補償
  業務上の負傷が治癒した後、身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表 
 に定める額を支給する。障害等級は労災保険法にしたがう。障害が２以上ある場合、また 
 は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規程を準用し障害等級を決定する。
　　　補　償　額

障害等級 補償額 障害等級 補償額
第１級 １, ０００万円 第８級 ４００万円
第２級 １, ０００万円 第９級 ３００万円
第３級 １, ０００万円 第１０級 ２００万円
第４級 ８００万円 第１１級 １００万円
第５級 ７００万円 第１２級 ６０万円
第６級 ６００万円 第１３級 ４０万円
第７級 ５００万円 第１４級 ２０万円

３.  死亡補償（遺族補償）
  業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、後遺障害補償支給後再 
 発のため死亡した場合は、死亡補償額から給付を行った後遺障害補償額を控除した差額を 
 支給する。
   補　償　額
       
       １，０００万円
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公益社団法人日本整形外科学会定款第９条第１項に基づく
会員除名及び会員資格停止に関する規則

（目的）
第１条　この規則は、次の各号に規定する公益社団法人日本整形外科学会会員（以下 ｢ 会員 ｣ という。）の取り

扱いについて定めることを目的とする。
（１）「医道審議会の答申」に基づいて厚生労働大臣より行政処分を受けた会員
（２）公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）の名誉を傷つけたと認められる行為があった

会員

（定義）
第２条　前条第１号の会員は、公益社団法人日本整形外科学会定款（以下「定款」という。）第９条第１項第２

号にいう「この法人の名誉を傷つけた者」にあたり、除名処分の対象者とする。
２　前条第２号の会員は、会員資格停止対象者とする。

（弁明の機会）
第３条　前条の対象者には、原則として弁明の機会を与えなければならない。

（会員資格停止の期間等）
第４条　会員資格停止の期間は、月を単位とし、１年以下とする。必要と認めたときはこの期間を延長すること

ができる。
２　会員資格の停止期間中は、定款及び公益社団法人日本整形外科学会会員規則（以下「会員規則」という。）

等で定める会員の権利を停止する。

（再入会）
第５条　この規則を適用して除名された者は、行政処分を解かれたのち２年を経過しなければ日整会の会員にな

ることができない。再入会の申出は、定款第６条及び会員規則の定めるところによる。

（除名処分者の専門医資格および再認定）
第６条　この規則を適用して除名された者が日整会の専門医であるときは、公益社団法人日本整形外科学会専門

医制度規則（以下「専門医制度規則」という。）第１４条第１項第２号により資格を喪失する。
２　前項に該当するものが専門医になろうとするときは、新たな専門医認定申請者として専門医規則に定める所

定の手続をとることを要する。
３　前各項の規定に拘らず、理事会が特別な措置を講ずる必要を認めたときは、その措置に従うものとする。

（会員資格停止中の専門医資格）
第７条　この規則に基づく会員資格停止中の会員の専門医資格は、会員資格と同様に停止するものとする。
２　会員資格停止が終了したときは、専門医資格は、別段の措置がない限り、回復するものとする。

（補則）
第８条　この規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

附則　この規則は、平成１３年４月１８日から施行する。
附則　この規則は、平成１６年７月１４日から施行する。
附則　この規則は、令和４年３月１７日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会における
専門医制度充実基金に関する規則

（目的）
第１条　この規則は、専門医制度充実基金（以下「基金」という。）に関し必要な事項を定め、その適正な執行

を確保することを目的とする。

（使途）
第２条　基金の使途は、定款第４条第１項第５号の事業の実施に限定する。

（構成）
第３条　基金は、つぎに掲げるものをもって構成する。
（１） 基金とすることを指定して寄附された財産
（２） 理事会において基金に繰り入れることを議決した財産

（管理運用）
第４条　基金は、元本が回収できる見込みが高く、かつ、高い運用益が得られる方法で、固定資産として管理する。

（充当）
第５条　基金の計画的な取り崩しにより事業の実施に充当するものとし、運用益は基金全額を費消する年度にお

いてその全額を執行する。
２　前項の取り崩し額および運用益の額は、予算に計上しなければならない。

（処分）
第６条　事業の実施上やむを得ない事由により、予算に計上した計画的な取り崩し額を超えて基金および運用益

の全部または一部を処分しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

（規程の変更）
第７条　この規則を変更するときは、理事会の承認を得なければならない。

附則　この規則は、平成１５年９月５日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会特定費用準備資金等
取扱規則

第１章　総則
（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「この法人」という。）定款第５１条の規定に基づき。

特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を
定めることを目的とする。

（定義）
第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
 （１）特定費用準備金　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則（以下「認定法施行規則」

という。第１８条第１項本文に定める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用（事業費又は管
理費として計上されることになるものに限る。）に係る支出に充てるための資金をいう。

 （２）特定資産取得・改良資金　認定法施行規則第２２条第３項第３号に定める特定の財産の取得又は改良に充
てるために保有する資金をいう。

 （３）特定費用準備資金等　上記（１）及び（２）を総称する。

（原則）
第３条　この規則による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第２章　特定費用準備資金
（特定費用準備資金の保有）
第４条　この規則は、公特定費用準備資金を保有することができる。

（特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続）
第５条　この法人が、前条の特定費用準備金を保有しようとするときは、理事長は、事業ごとに、その資金の名称、

将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、
理事会は、次の要件を満たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。

 （１）その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
 （２）積立限度額が合理的に算定されていること。

（特定費用準備資金の管理・取崩し等）
第６条　前条の特定費用準備金には、賃借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金（他の

特定費用準備金を含む。）と明確に区分して管理する。
２　前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
３　前項かかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、

その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

第３章　特定資産取得・改良資金
（特定資産取得・改良資金の保有）
第７条　この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。

（特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続）
第８条　この法人が、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、理事長は、資産ごとに、その

資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取得又は改良等（以下「資産取得等」という。）
の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を満たす場
合において、資産ごとに、承認するものとする。

 （１）その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること。
 （２）その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。
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（特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等）
第９条　前条の特定資産取得・改良資金については、賃借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、

他の資金（他の特定資産取得・改良資金を含む。）と明確に区分して管理する。
２　前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
３　前項かかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、

その決議を得なければならない。積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変更について
も同様とする。

第４章　公表及び経理処理
（特定費用準備資金等の公表）
第１０条　特定費用準備資金等の公表について、資金の取崩しに係る手続き並びに特定費用準備資金については

積立限度額及びその算定根拠を、特定資金取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額及びその算
定根拠を、定款第４２条第３項の書類に準じて事務所における備置き及び閲覧を行う。

（特定費用準備資金等の経理処理）
第１１条　特定費用準備資金については、認定法施行規則第１８条第１項、第２項、第４項、第５項及び第６項

に基づき、経理処理を行う。
２　特定資産取得・改良資金については、認定法施行規則第２２条第４項の準用規定に基づき、経理処理を行う。

第５章　雑則
（法令等の読替え）
第１２条 この規則において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合において

は、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。

（改廃）
第１３条　この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

（細則）
第１４条　この規則の実施に必要な細則は、理事会で定めるものとする。

附則　この規則は、平成２９年４月２７日から施行し、平成２９年３月１日から適用する。
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公益社団法人日本整形外科学会事務所使用規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）定款第４条第９号および日整

会総会決議（平成１２年６月１３日付け「臨時総会」議事録審議事項４参照）に基づき、日整会以外の団体
等が日整会の事務所を使用しようとする場合の許可基準等について定めることを目的とする。

（許可基準）
第２条　理事長は、次の場合には使用を許可することとする。
（１） 理事会が認める関連学会等の事業に供するため継続（長期）して使用するとき。
（２） 一時的な使用（短期）の場合で、理事長が必要と認めたもの。
（３） その他理事会が認めたもの。

（使用手続）
第３条　前条において継続（長期）して使用を許可する場合は、使用条件および費用負担等必要な事項について

覚書（別紙１）を交わすこととする。
２　前条において一時的（短期）な使用を許可する場合は、別途定める実費を徴収する。

（費用等基準）
第４条　使用を許可するときは、次に定める基準に従い使用および費用負担をさせなければならない。
（１） 長期に使用する場合の基準は、別表１のとおりとする。
（２） 短期に使用する場合の基準は、別表２のとおりとする。

（優先権）
第５条　使用許可事業と日整会の事業と競合することとなる場合は、日整会の事業が優先する。
２　前項の優先権は、無条件とし、使用許可の条件として明示することとする。

（特例）
第６条　理事長が特別な事情等により費用を減額乃至は免除する必要があると思料するときは、理事会の議を経

てその減免を行なうことができる。
２　理事長がこの規程によらず臨機の措置により短期の使用許可をした場合は、事後の理事会で充分な事情説明

をしなければならない。

（報告）
第７条　理事長は、実績等を適宜の方法で理事会に報告することとする。

附則
１　この規則は、平成１３年１月１８日から施行する。
２　この規則の実施に関する補足的な事項は、別途内規に定める。

附則
　　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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別表１

長期使用条件および費用算出基準

１．日整会の事業に支障が生じないよう配慮する。
２．賃貸契約書および諸規定の条項に違反してはならない。
３．日整会の定める使用上の注意事項を遵守させることとする。
４．費用の算出には次のことに留意する。
　①　職員（人件費）および使用機器等については、使用団体の専属乃至は専用のものとすることを基本とする。
　②　上記①以外の場合は、日整会との緊密度等を考慮し、使用面積・会員数・職員数・使用量・時間数・業務

内容を勘案し最も合理的に定める。
　③　上記①②については、他に慣習等の例があれば、それに従うことを認める。
５．上記４の費用は、日整会に直接納入することとする。
６．約定等から生ずる責任は、全て直接的に使用者が負うこととする。
７．その他のことで必要な事項は、随時覚書上で示すこととする。

別表２

短期使用条件および費用算出基準

１．別表１の１、２、３は、使用条件として準用する。
２．使用は、管理上平日のみとする。
３．夜間の使用は、原則として午後８時までとする。
４．費用の算出には次のことに留意する。
　①　日および時間の単位で定額とする。
　②　料金表を定める。
５．別表１の５、６は、費用納入および責任負担に準用する。
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別紙１

覚　　　　書

　公益社団法人日本整形外科学会（以下「甲」という。）と　　　　　　　学会（以下「乙」という。）は、公益
社団法人日本整形外科学会事務所使用規則（以下「使用規則」という。）第３条第１項の規定に基づき、次のと
おり覚書を取り交わすこととする。

第１条　甲は、事務所内に乙の事務局を設置し、事務職員をおくことを許可する。

第２条　甲乙双方は、事務所の使用条件および費用の負担等について別紙のとおり取り決めをする。
　　注（元家賃が上がったときは自動的に使用料を変更することを別紙に明記する様に）
第３条　乙が特別な事情により使用料の減額等の申出をしたときは、甲は使用規程第６条に基づく措置を講ずる

こととする。

第４条　乙は、甲の所定の手続きにより期限内に第２条または第３条の使用料を支払うものとする。

第５条　使用規程第５条の優先権は、第１条の事務局の専用許可区域には及ばないものとする。

第６条　この覚書の有効期間は２年とする。ただし、満了の際甲乙双方から特に申出等がない場合は、その後の
期間は２年毎に自動更新する。

第７条　この覚書は、必要に応じその都度甲乙双方の紳士的な協議により見直し等を行なうことができる。

第８条　この覚書を交わした証しに本書２通を作成し、甲乙共に各１通を保有する。

　以上のことについて合意したことを証するため、双方の代表者が署名、押印する。

　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人 日本整形外科学会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　㊞
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公益社団法人日本整形外科学会会計事務処理規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）の会計事務を適正に執行する

ために必要な事項を定めることを目的とする。

（会計処理の原則）
第２条　日整会の会計は、定款およびこの規則の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理する。

（会計区分）
第３条　会計区分は、公益事業会計、収益事業会計及び法人会計とする。公益事業会計は公益事業ごとに区分し

て表示するものとする。

（会計年度）
第４条　日整会の会計年度は、定款の定めるところによる。

（勘定科目）
第５条　日整会のすべての取引は別に定める勘定科目により処理する。

（帳簿等）
第６条　会計帳簿は、次のとおりとする。
　（１）主要簿
　　　ア　仕訳帳
　　　イ　総勘定元帳
　（２）補助簿
２　主要簿および補助簿の様式は別に定める。

（会計責任者）
第７条　日整会の会計責任者は事務局長とする。

（帳簿等の保存）
第８条　帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。
　（１）予算決算書類　　　　　　　永久
　（２）会計帳簿、伝票　　　　　１０年
　（３）証拠書類　　　　　　　　１０年
　（４）その他の会計書類　　　　　３年
２　前項の期間は決算日の翌日から起算する。

（予算）
第９条　予算の編成は定款の定めるところによる。

（予算執行者）
第１０条　予算の執行は、理事長が行う。

（予算の流用）
第１１条　予算の執行に当たり、理事長が特に必要と認めたときは、理事会の承認を得て科目間の資金を流用す

ることができる。

（予備費の使用）
第１２条　予備費を支出する必要があるときは、理事会の承認を得て行なうことができる。
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（金銭の範囲）
第１３条　この規則において、金銭とは、現金および預貯金をいう。
２　現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
３　手形および有価証券は現金に準じて扱う。

（出納員）
第１４条　金銭の出納、保管に関する責任者として、出納員を置く。
２　出納員は会計責任者が、任命する。

（金銭の出納）
第１５条　金銭の出納は、日々銀行に預け入れ、または支出しなければならない。
２　領収書の発行は、出納員が行なう。

（預貯金）
第１６条　預貯金の名義人は、理事長とする。
２　出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。

（手許現金）
第１７条　出納員は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の現金を手許に置くことができる。

（残高確認）
第１８条　出納員は、預金残高を日々出納簿の残高と照合しなければならない。
２　預貯金については、毎月１回残高証明書または預金通帳の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
３　前２項の場合において、差異のあるときは、会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

（固定資産）
第１９条　固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ、取得価格５万円以上の有形固定資産およびその他の固定

資産をいう。

（取得価格）
第１９条　固定資産の取得価格は、次による。
　（１）　購入に係るものは、その購入価格および付帯費用
　（２）　建設に係るものは、その建設に要した費用
　（３）　交換に係るものは、その交換に要した費用
　（４）　贈与に係るものは、その時の適正な評価額

（固定資産の管理）
第２０条　固定資産の管理は、会計責任者が行なう。
２　固定資産は、台帳を備え、その保全状況および移動状況について記録しなければならない。

（物品の定義）
第２１条　物品とは、取得価格５万円未満の有形固定資産をいう。

（物品の管理）
第２２条　物品管理の適正化のため第２０条の規程を準用する。

（決算）
第２３条　決算については、定款の定めるところによる。

（規程の改廃）
第２４条　この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
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附則　この規程は、平成１５年１月１５日から施行する。
附則　この規程は、令和５年４月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会公印管理規則

（目的）
第１条　この規則は、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）における公印の管理および使

用について定める。

（公印の種類）
第２条　日整会の公印の種類は、次のとおりとする。
　（１）　日整会の印
　（２）　日整会理事長の印
　（３）　日整会代表者の印
　（４）　日整会代表者の銀行印

（公印の管理等）
第３条　公印の管理およびその使用は、公印管理責任者が行なう。
２　本学会の公印管理責任者は、事務局長とする。
３　公印管理責任者は、公印を作製、改刻または廃止するときは、その公印の印影を添えて理事長に届出なけれ

ばならない。

（公印使用簿）
第４条　公印を使用する文書の担当者は、別に定める公印使用簿に文書の件名を記載するものとする。

（規則の改廃）
第５条　この規則の改廃は、理事会の承認を得なければならない。

附則　この規則は、平成１５年１月１６日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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様式

公　印　使　用　簿

　年月日  文　　書　　名   　　　文書形態 　　 　　通数 　　担当者

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）
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証書、その他（　　　）
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証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）

公文書、会計伝票
証書、その他（　　　）
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公益社団法人日本整形外科学会が保有する会員情報に関する
取扱い規則

（目的）
１．本規則は個人情報保護法の施行に伴い、公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）が保有

する日整会会員（以下「会員」という。）情報の保護およびその有効利用に関する事項を定めることを目的と
する。

（定義）
２．本規則の「会員情報」とは、日整会のオンラインシステム、電子メール、郵送、FAX 等で会員から提供を受

けた住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報をいう。

（会員情報の収集）
３．日整会が行う会員情報の収集は、日整会の事業目的に沿って行うサービスの提供、会員名簿の作成および過

去に集められた会員情報の更新の場合に限るものとする。

（会員情報の管理）
４．日整会は、収集した会員情報が外部に漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することのないよう厳重

に管理しなければならない。また、オンラインシステムで会員情報を通信する場合は情報の暗号化などを行い、
特に情報の保護に配慮するものとする。保存された登録情報の管理については、漏洩の防止措置を講ずるも
のとする。ただし、技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどにより改ざん、漏洩などの被害を受け
た場合には、日整会はその責を負わないものとする。

（会員による個人情報の管理）
５．会員個人の情報を管理するために、会員には、会員番号と会員個人で管理するパスワードを提供する。会員は、

会員番号とパスワードおよび会員からの直接的な学会事務局への連絡によって会員情報を管理するものとす
る。会員は、パスワードを第三者に開示、譲渡、貸与してはならない。会員は、パスワードを適宜変更する
などして自己の責任で管理するものとする。パスワードの不正使用により会員および第三者に被害が生じた
場合でも、日整会では一切責任を負わない。会員は、パスワードを忘れた場合や、パスワードの不正利用や
盗用を知った場合は速やかに日整会に届け出ることとする。

（会員情報の提供・開示）
６．会員情報は、次の各号に掲げる場合に限り開示できる。
　１）日整会の保有する会員情報は、業務に必要な場合、必要最小限の範囲で守秘義務契約を結んだ上で外部委

託業者に提供することがある。また、情報の統計を、個人を特定する情報を含まない形で第三者に提供する
場合がある。これらの情報提供は、提供者に同意を得ることなく行われることがある。

　２）会員情報については、次のいずれかの場合には収集目的以外の目的に開示または提供することがある。
① 法的な手続きに基づき、公的機関から開示または提供を求められた場合
② 会員情報提供者が情報の開示または提供に同意・承諾した場合
③ 日整会の事業目的に沿って行う情報配信サービスや、日整会運営上必要な事務連絡等の目的で電子メール

等を送付するため、個人情報を利用する場合
④ 会員が、他の会員の氏名、住所、勤務先について、正当な利用目的を付して書面で申し出た場合
⑤ その他、理事会で承認された事業計画を達成するために正当な理由がある場合

（事務局職員の責務等）
７．事務局職員の会員情報管理に関する遵守事項は、別に定める。

（規則の改定および適用）
８．本規則の改廃は、理事会が定める。また、本規則の制定・改廃は、全会員に速やかに周知する。日整会が会
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員情報に関する個別の規定を制定したときは、個別の規定を優先して適用する。

附則　この規則は、平成１７年５月１１日から施行する。
附則　この規則は、令和５年４月２０日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会事務局職員の
会員情報管理に関する取扱い細則

１．公益社団法人日本整形外科学会事務局（以下「事務局」という。）における会員情報の管理責任者は、事務
局長とし、職員は、事務局長の指示に従うものとする。

２．事務局長の許可がなければ、外部の来訪者は、事務所内に立ち入ることが出来ない。

３．会員情報を含む可能性のある文書もしくは電子情報は、作成者の許可なく第三者が閲覧できる状態で保管し
てはならない。

　 また、事務局長の許可を得なければ、事務所の外に持ち出すことが出来ない。

４．会員情報を含む可能性のある書類もしくは電子記録媒体を破棄する際は、作成者以外の第三者が情報を確認
できない状態にしなければならない。

５．パソコン使用者が利用を中断もしくは終了する際は、使用者の許可なく第三者が作業の内容を確認できる状
態にしてはならない。

６．ネットワーク管理を業者に委託する場合は、事務局長がその委託業務を管理するとともに、漏洩を禁じた契
約書を取り交わさなければならない。

７．事務局長の許可を得なければ、事務所の備品を外部に持ち出すことが出来ない。また、事務局長はその備品
の返却を確認しなければならない。

８．役員または事務局長が許可した機関・業者以外に会員情報を含む可能性のある情報を提供してはならない。

９．情報開示にあたっては、「公益社団法人日本整形外科学会が保有する会員情報に関する取扱い規則」による
とともに、個人情報保護法の趣旨を遵守するものとする。

　　また、情報開示に疑義がある場合は、担当理事と協議するものとする。

附則　この細則は、令和 5 年４月 20 日から施行する。
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公益社団法人日本整形外科学会会員情報の照会に関する
取扱い要領

１．会員情報の収集の目的
　　公益社団法人日本整形外科学会（以下「日整会」という。）は、会員情報を学会の業務に関する情報提供、

会員の資格認定、会員への事業目的に沿って行うサービスの提供および過去に集められた会員情報の更新を
目的に収集・管理し、目的以外には使用しない。

２．会員情報の照会に関しての取扱いは、次の方針に従う。なお、この方針については、必要があれば随時見直
しを行うものとする。

１）照会に応じる可能性がある場合
① 会員本人からの照会
② 警察・検察からの法令に基づく照会
③ 官公庁、裁判所からの公文書による法令上の根拠を示した照会
④ 国の機関（独立行政法人を含む）等からの公的な照会
⑤ 会員から使用目的を記した書面による他の会員の氏名、住所（勤務先を含む）の照会
※留意事項
① いずれの場合にも照会者が身分等を偽っていないか、十分確認する。
② ①、④、⑤については、照会者の住所、氏名、捺印（国においては印字と公印）記した書面による照会

のみ受付ける。

２）照会に応じない場合
① 家族・近親者以外で、本人の関係者と称する者からの照会
② 企業等からの照会
③ 私的な利害関係者からの照会
④ 興信所からの照会
⑤ 報道機関からの照会

３）照会に対する回答事項
　　回答事項については、次の項目の範囲内とする。

① 勤務先（郵便番号・住所、施設名）
② 在会の有無、入会年月日
③ 整形外科専門医、リウマチ認定医、スポーツ認定医、脊椎脊髄病認定医とその登録年月日
④ 役員、各種委員委員等の活動状況
⑤ 会員番号
⑥ メールアドレス
⑦ 自宅住所
⑧ 電話番号
⑨ 会費の入金状況
⑩ その他、理事会が必要と認めた事項

※この要領に疑義がある場合は、関係の担当理事の指示を仰ぐ。

附則　この要領は、令和５年４月 20 日から施行する。


